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青森市地域防災計画の修正（案） 

 

１ 総則・災害予防計画編 

修正前 修正後 備考 

第１章 総則 

第５節 青森市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

青森市及び市内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又

は業務の大綱並びに関係する指定地方行政機関等の業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

第６節 青森市の防災組織 

第２．青森市災害対策本部等 

青森市の地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるため応急措置を円滑か

つ的確に講ずる必要があると認めるときは、市長は、青森市災害対策本部等を設置し、

青森市防災会議と緊密な連絡のもとに災害予防対策及び災害応急対策を実施するもの

とする。 

なお、青森市災害対策本部を設置したときは、青森県災害対策本部に報告するもの

とする。 

 

第１章 総則 

第５節 青森市及び防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

青森市及び市内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又

は業務の大綱並びに関係する指定地方行政機関等の業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

第６節 青森市の防災組織 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に修正 

 

 

 

 

 

 

・風水害等対策編、

地震･津波対策編

に同様の記載が

あるため削除 

 

 

 

 

【凡例】赤～防災基本計画の修正 

 青～青森県地域防災計画の修正 

 緑～市の防災対策の見直し等 
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修正前 修正後 備考 

第７節 青森市の自然的・社会的条件 

３．河川及び湖沼 

○湖沼 

【青森地区】                     平成 25年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

第７節 青森市の自然的・社会的条件 

３．河川及び湖沼 

○湖沼 

【青森地区】                     令和 5年 11月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載内容の更新 
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修正前 修正後 備考 

【浪岡地区】                    平成 25年 4月 1日現在 

 

【浪岡地区】                    令和 5年 11月 1日現在 

 

 

・記載内容の更新 
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修正前 修正後 備考 

５．道路等 

 

 

５．道路等 

 

 

 

・記載内容の更新 
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修正前 修正後 備考 

 

 

・記載内容の更新 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

・記載内容の更新 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 地震・津波災害の想定 

第３．青森県の被害想定調査結果 

平成 24 年度～平成 25 年度（2012 年度～2013 年度）、平成 27 年度（2015 年度）及

び令和 3年度（2021年度）に実施した県の調査によると、想定太平洋側海溝型地震、

想定日本海側海溝型地震、想定内陸型地震のうち、概ね数百年に一度の頻度で発生す

る想定太平洋側海溝型地震が、最も被害が大きくかつ広域的に被害が発生するものと

予想された。これら３つの被害想定調査結果を地震・津波対策の基礎資料として活用

する。なお、将来発生しうる最大規模の地震が本調査の想定とまったく同じになるも

のとは限らないことに留意する必要がある。 

 

 

 

 

・県からの意見を踏

まえ新たな被害

想定を追加 
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修正前 修正後 備考 

第２章 災害予防計画 

第１部 防災意識の高揚 

第１節 防災教育及び防災思想の普及 

第２．市民に対する防災思想の普及 

（1） 青森市は、人的被害を軽減する方策として、住民一人ひとりの避難行動が基本

となることを踏まえ、         

                                       

                         

 警戒レベル、津波警報等や避難指示等の意味と内容の説明及び 

 自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）が避難の妨げになる 

ことなどの啓発活動を住民に対して行うほか、 

 学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育を実施するもの 

とする。 

なお、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をと

ること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の理解と協力を得るものとす

る。また、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進

するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体

の取組を支援・強化することにより、青森市全体としての防災意識の向上を推進

する。 

なお、普及啓発 方法及び内容は次による。 

 ②普及内容 

 【地震・津波】 

  ・津波の第１波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第２波、

第３波等の後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以

上にわたり津波が継続する可能性があること、さらには強い揺れを伴わず、危

険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震       

     の発生の可能性など、津波の特性に関する情報 

第２章 災害予防計画 

第１部 防災意識の高揚 

第１節 防災教育及び防災思想の普及 

第２．市民に対する防災思想の普及 

（1）   市は、人的被害を軽減する方策として、住民一人ひとりの避難行動が基本

となることを踏まえ、以下を実施する。 

・地震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活動の状況

等）、北海道･三陸沖後発地震注意情報等の解説 

・警戒レベル、津波警報等や避難指示等の意味と内容の説明   

・自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）が避難の妨げになる

ことなどの啓発活動             

・学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育        

      

なお、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をと

ること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の理解と協力を得るものとす

る。また、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進

するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体

の取組を支援・強化することにより、青森市全体としての防災意識の向上を推進

する。 

また、普及啓発の方法及び内容は次による。 

 ②普及内容 

 【地震・津波】 

  ・津波の第１波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第２波、

第３波等の後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以

上にわたり津波が継続する可能性があること、さらには強い揺れを伴わず、危

険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火等

による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報 

 

 

 

 

 

 

・長周期地震動、後

発地震の解説･伝

達に係る修正 

・後発地震注意情報

等の解説･伝達に

係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火山噴火等による

津波の普及啓発

に係る修正 
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修正前 修正後 備考 

（3） 青森市は、国、県、防災関係機関等の協力を得つつ、地域住民の適切な避難や

防災知識・活動に資するよう次の施策を講じる。 

                                       

                                       

                                       

                                       

                 

 

 

第２部 救援・救護体制の整備 

第２節 防災業務施設・設備等の整備 

第３．通信施設・設備等 

（1） 青森市及び各防災関係機関は、防災に関する情報の収集、伝達を迅速に行うた

め、青森県防災情報ネットワーク（ＩＰ電話・文書データ伝送）、衛星通信、固定

電話・ファクシミリ、携帯電話、衛生携帯電話、               

インターネット、電子メール等最新の情報関連技術の導入に努めるとともに、  

                                     

                                     

                                     

                         

            民間企業、報道機関、市民等からの情報など、多様な

災害情報及び関連情報等の収集体制の整備に努める。特に、災害時に孤立する地

域が生じるおそれのある地域で停電が発生した場合に備え、衛星通信などにより、

当該地域の住民と市との双方向の情報連絡体制を確保するよう努める。 

青森市は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の

多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるもの

とする。 

（3）   市は、国、県、防災関係機関等の協力を得つつ、地域住民の適切な避難や

防災知識・活動に資するよう次の施策を講じる。 

  コ．他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が実

施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成する

よう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計

画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的

な運用に努めるものとする。 

 

 

第２部 救援・救護体制の整備 

第２節 防災業務施設・設備等の整備 

第３．通信施設・設備等 

（1）   市及び各防災関係機関は、防災に関する情報の収集、伝達を迅速に行うた

め、青森県防災情報ネットワーク（ＩＰ電話・文書データ伝送）、衛星通信、固定

電話・ファクシミリ、携帯電話、衛生携帯電話、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、

インターネット、電子メール等最新の情報関連技術の導入や、ＡＩ、ＩｏＴ、ク

ラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化

の促進、定期的な訓練等を通じた平常時からの連絡体制の構築に努める。デジタ

ル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用し

たデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る。 

市等の防災関係機関は、民間企業、報道機関、市民等からの情報など、多様な

災害情報及び関連情報等の収集体制の整備に努める。特に、災害時に孤立する地

域が生じるおそれのある地域で停電が発生した場合に備え、衛星通信などにより、

当該地域の住民と市との双方向の情報連絡体制を確保するよう努める。 

  市は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の

多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるもの

とする。 

 

 

・適切な避難行動の

促進に係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災情報のデータ

連携のための環

境整備及び災害

対応業務のデジ

タル化の推進に

係る修正 
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修正前 修正後 備考 

青森市は、市民への情報伝達を迅速かつ的確に行うため、市町村防災行政用無

線等情報伝達網及び全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有シス

テム（Ｌアラート）を整備する。 

 

 

 

 

 

 

また、それぞれの通信施設等を防災構造化するなどの整備改善に努めるととも

に、これらの施設に被害が発生した場合に備え、非常用電源、予備機等の設置に努

め通信連絡機能の維持を図る。さらに、無線設備や非常用電源の保守点検の実施

と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への

設置等を講じる。 

なお、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、

必要に応じ専門家の意見を活用できるように努める。 

 

第９．広域防災拠点等 

大規模災害時に警察・消防・自衛隊等から派遣される要員のための活動拠点や救援

物資搬送施設（二次物資拠点）等のための防災拠点を確保する。なお、他の被災市町

村を支援する場合にも使用される広域防災拠点については、県との間で予め協定を締

結する。 

※  一次物資拠点は県が設置する広域物資輸送拠点 

※  二次物資拠点は市町村が設置する地域内輸送拠点 

また、防災機能を有する道の駅          を地域の防災拠点として位置

づけ、その機能強化に努める。 

 

  市は、市民への情報伝達を迅速かつ的確に行うため、市町村防災行政用無

線等情報伝達網及び全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有シス

テム（Ｌアラート）を整備する。 

なお、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災等に関する情報を迅速か

つ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器

の設置の推進その他の必要な施策を講じる。また、障がいの種類及び程度に応じ

て障がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができ

るようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の

必要な施策を講じる。 

また、それぞれの通信施設等を防災構造化するなどの整備改善に努めるととも

に、これらの施設に被害が発生した場合に備え、非常用電源、予備機等の設置に努

め通信連絡機能の維持を図る。さらに、無線設備や非常用電源の保守点検の実施

と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への

設置等を講じる。 

なお、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、

必要に応じ専門家の意見を活用できるように努める。 

 

第９．広域防災拠点等 

大規模災害時に警察・消防・自衛隊等から派遣される要員のための活動拠点や救援

物資搬送施設（二次物資拠点）等のための防災拠点を確保する。なお、他の被災市町

村を支援する場合にも使用される広域防災拠点については、県との間で予め協定を締

結する。 

※  一次物資拠点は県が設置する広域物資輸送拠点 

※  二次物資拠点は市町村が設置する地域内輸送拠点 

また、防災機能を有する道の駅、防災ステーション等を地域の防災拠点として位置

づけ、その機能強化に努める。 

 

 

 

 

・障がい者の情報取

得･意思疎通に係

る施策の推進に

係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・青森河川国道事務

所からの意見に

よる修正 
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修正前 修正後 備考 

第１０．その他施設・設備 

１．重機類 

（1） 市は、被災した道路、河川等の損壊の復旧等に必要な重機類を災害時に使用可

能な状態としておくため、整備、点検又は民間事業者との連携等に努める。また、

燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材について、地域内

の備蓄量、供給事業者の保有量の把握及び関係機関や民間事業者との連携に努め

る。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給につ

いて協定を締結するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努め

る。 

さらに、特に防災活動上必要な学校、公民館、道の駅などの公共施設等及び指

定避難所（指定緊急避難場所に指定している施設を含む。）を定期的に点検する。 

また、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成

に取り組むものとする。 

 

 

 

 

 

 

第４節 避難対策 

第１．指定避難場所及び指定避難所の指定 

２．指定避難所の指定 

カ．福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配

慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した

場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主と

して要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定す

ること 

第１０．その他施設・設備 

１．重機類 

（1） 市は、被災した道路、河川等の損壊の復旧等に必要な重機類を災害時に使用可

能な状態としておくため、整備、点検又は民間事業者との連携等に努める。また、

燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材について、地域内

の備蓄量、供給事業者の保有量の把握及び関係機関や民間事業者との連携に努め

る。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給につ

いて協定を締結するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努め

る。 

市は、特に防災活動上必要な学校、公民館、道の駅などの公共施設等及び指定

避難所（指定緊急避難場所に指定している施設を含む。）を定期的に点検する。 

市は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成

に取り組むものとする。 

市は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円

滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものと

する。 

 

 

第４節 避難対策 

第１．指定避難場所及び指定避難所の指定 

２．指定避難所の指定 

カ．福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配

慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した

場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主と

して要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所有者不明土地に

係る防災対策の

推進に向けた修

正 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

４．指定緊急避難場所の指定基準 

（2） 個別基準 

ウ. 高潮 

海岸付近において浸水被害が想定されることから、津波浸水想定区域外を安全区 

域とし、下記の    いずれかを満たす施設等を指定することとする。 

ａ．津波防災地域づくりに関する法律に基づく、浸水想定区域外の施設等であるこ 

と。 

ｂ．津波防災地域づくりに関する法律に基づく、浸水想定区域内に位置する場合、 

下記の①から②を満たす施設とする。 

①主な構造物は鉄骨（Ｓ）または鉄筋コンクリート（ＲＣ）もしくは鉄骨鉄筋コ 

ンクリート（ＳＲＣ）構造の施設であること。 

②浸水が想定される水位以上の高さに避難者の受け入れ場所が確保されること。 

 

第２．指定避難所の整備等 

避難者の良好な生活環境を確保するため、指定避難所の施設・設備等を整備する。

なお、要配慮者、 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方及び性的マイノリティの

視点への                配慮      、家庭動物の同行避難

に留意する。 

特に、性暴力や DV 等の対象となりやすい女性及び子供等や、周囲の理解不足によ

り偏見にさらされやすい性的マイノリティにとって安全・安心な避難所となるよう、

施設・設備の配置等に十分配慮するものとする。また、警察、病院及び女性支援団体

との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

また、各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家          等との定期的な情報交換            

特に、要配慮者に対しては円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の

確保に努めること 

 

４．指定緊急避難場所の指定基準 

（2） 個別基準 

ウ. 高潮 

                                     

    下記のａ、ｂのいずれかを満たすもの を指定することとする。 

ａ．水防法            に基づく、浸水想定区域外の施設等であるこ 

と。 

ｂ．水防法            に基づく、浸水想定区域内に位置する場合、 

下記の①から②を満たす施設とする。 

①主な構造物は鉄骨（Ｓ）または鉄筋コンクリート（ＲＣ）もしくは鉄骨鉄筋コ 

ンクリート（ＳＲＣ）構造の施設であること。 

②浸水が想定される水位以上の高さに避難者の受け入れ場所が確保されること。 

 

第２．指定避難所の整備等 

避難者の良好な生活環境を確保するため、指定避難所の施設・設備等を整備する。

なお、要配慮者、 被災時の男女           双方及び性的マイノリティの

視点に留意し、それぞれのニーズの違い等に配慮するとともに、家庭動物の同行避難

に留意する。 

特に、性暴力や DV 等の対象となりやすい女性及び子供等や、周囲の理解不足によ

り偏見にさらされやすい性的マイノリティにとって安全・安心な避難所となるよう、

施設・設備の配置等に十分配慮するものとする。また、警察、病院及び女性支援団体

との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

   各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、NPO・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する

・要配慮者の情報取

得等に係る修正 

 

 

 

 

・高潮浸水想定区域

の指定に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・多様な主体と連携
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修正前 修正後 備考 

                      に努めるものとする。 

なお、指定管理施設が指定避難所となっている場合は、指定管理者との間で事前に

避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（1） 施設・設備の整備 

貯水槽、井戸、トイレ（仮設トイレ、マンホールトイレ、男女共用の多目的ト

イレを含む）、照明、     換気設備、空調設備、通信設備等の整備に努め

る。また、停電対策のため、非常用電源の整備や、電力容量の拡大に努める。 

（2） 食料、飲料水、その他の資機材の整備 

避難生活に必要な食料、飲料水、携帯トイレ、仮設トイレ、生活必需物資、マッ

ト、簡易ベッド（段ボールベッドを含む）、間仕切り等の物資や、これらの物資の

備蓄場所の確保に努める。また、テレビ、ラジオ等、避難者の災害情報の入手に資

する機器等の整備に努める。                        

                                       

        

 

 

 

 

 

 

 

第１２．広域一時滞在に係る避難・受入方法 

 

第１３．その他 

 

 

 

知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。 

なお、指定管理施設が指定避難所となっている場合は、指定管理者との間で事前に

避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（1） 施設・設備の整備 

貯水槽、井戸、トイレ（仮設トイレ、マンホールトイレ、男女共用の多目的ト

イレを含む）、照明、ガス設備、換気設備、空調設備、通信設備等の整備に努める。

また、停電対策のため、非常用電源の整備や、電力容量の拡大に努める。 

（2） 食料、飲料水、その他の資機材の整備 

避難生活に必要な食料、飲料水、携帯トイレ、仮設トイレ、生活必需物資、マッ

ト、簡易ベッド（段ボールベッドを含む）、間仕切り等の物資や、これらの物資の

備蓄場所の確保に努める。また、テレビ、ラジオ等、避難者の災害情報の入手に資

する機器等の整備に努める。また、停電時においても施設・設備の機能が確保され

るよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるも

のとする。 

 

第１１．被災者支援の仕組みの整備 

 市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に

応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者

が連携して被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者

支援の仕組みの整備等に努める。 

 

第１２．広域一時滞在に係る避難・受入方法 

 

第１３．その他 

 

 

 

した被災者支援

に係る修正 

 

 

 

 

 

 

・避難所等における

再生可能エネル

ギーを活用した

非常用発電設備

等の整備に係る

修正 

 

・災害ケースマネジ

メントなどの被

災者支援の仕組

みの整備につい

て追加 
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修正前 修正後 備考 

第５節 文教対策 

第５．文教施設の不燃堅ろう構造化 の促進 

文教施設及び設備等を災害から防護し、児童生徒等の安全を確保するため、これら

の建物の建築に当たっては、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等による不燃堅ろう構造化 

 を促進する。 

また、校地等の選定、造成に当たっては、防災上必要な措置を講じる。 

 

 

第４部 自治体・民間団体・企業・地域・ボランティア等との連携 

第２節 要配慮者等安全確保対策 

災害に備えて、地域住民の中でも特に配慮を要する要配慮者を保護するため、要配

慮者利用施設の安全性の確保、要配慮者の支援体制の整備、避難誘導体制等の整備、

応急仮設住宅供給における配慮等を行うものとする。 

 その際、被災時の男女のニーズの違いなど、男女双方及び性的マイノリティの視点

に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

第１．要配慮者利用施設の安全性の確保 

（1） 要配慮者利用施設の管理者は、施設の防災性強化、防災設備の点検等施設の安

全性の確保を図る。 

（2） 要配慮者利用施設を土砂災害から守るため、治山事業、砂防事業、急傾斜地崩

壊対策事業、地すべり防止対策事業等の国土保全事業を推進する。 

（3） 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険関係法令等に基づき、自然

災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、青森市地域防災計画に名

称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の

協力を得て、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に関

する計画を策定し、それに基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。 

第５節 文教対策 

第５．文教施設の不燃堅ろう構造化等の促進 

文教施設及び設備等を災害から防護し、児童生徒等の安全を確保するため、これら

の建物の建築に当たっては、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等による不燃堅ろう構造化

等を促進する。 

また、校地等の選定、造成に当たっては、防災上必要な措置を講じる。 

 

 

第４部 自治体・民間団体・企業・地域・ボランティア等との連携 

第２節 要配慮者等安全確保対策 

災害に備えて、地域住民の中でも特に配慮を要する要配慮者を保護するため、要配

慮者の支援体制の整備、避難行動要支援者名簿の作成及び運用、個別避難計画の作成

及び運用、要配慮者利用施設の安全性の確保等を行うものとする。 

 その際、被災時の男女のニーズの違いなど、男女双方及び性的マイノリティの視点

に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県教育委員会から

の意見による修

正 

 

 

 

 

 

 

 

・県からの意見を踏

まえた記載の適

正化 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に削除（全

差替） 
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修正前 修正後 備考 

第２．要配慮者の支援体制の整備等 

（1） 青森市は、災害対策基本法に基づき、地域に居住する避難行動要支援者（災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要する者）の把握に努めるも

のとする。 

また、青森市地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について

避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保

護するために必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を作

成しなければならない。 

（2） 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は以下の通りとする。 

①満 75 歳以上の方だけからなる世帯の者（ただし、同じ世帯の他の方が 75 歳未

満であっても避難行動要支援者である場合はこれに含む。） 

②介護保険法における要介護認定 3～5の者 

③1級から 3級までの身体障がい者の者（ただし、4級以下の者であっても避難行

動に支援を要する場合はこれに含む。） 

④知的障がい者の者 

⑤精神障がい者の者 

⑥難病患者の者 

⑦その他、避難行動に支援を必要とする者（傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人等） 

（3） （1）の名簿に記載する事項は次のとおりとする。 

ア．氏名 

イ．生年月日 

ウ．性別 

エ．住所又は居所 

オ．電話番号その他の連絡先 

カ．避難支援等を必要とする理由 

キ．その他避難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項 
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修正前 修正後 備考 

（4） （1）の名簿を作成するにあたり、市長は、知事その他の関係機関に対して情報

の提供を求めることができる。また、災害の発生に備え、同意が得られた又は条

例で定めた避難行動要支援者に係る（1）の名簿を消防署、消防団、警察署、民生

委員、市社会福祉協議会、自主防災組織等避難支援等の実施に携わる関係者に提

供するものとする。この際、市長は、名簿を提供する関係者に対して、名簿情報

の漏えいの防止のために必要な措置を講じるよう求める。 

（5） 青森市は、地域に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合に、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者一人

ひとりに対応した支援計画を策定しておく。 

（6） 青森市は、避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援者

の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等

の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計

画情報の適切な管理に努めるものとする。 

（7） 青森市等防災関係機関は、防災知識の普及、訓練等の機会に市民に対して要配

慮者の安全確保に関する普及啓発活動を積極的に行う。また、外国人に配慮し、

多言語による防災知識の普及に努めるとともに、障がい者に配慮し、障害の内容

や程度に応じた防災知識の普及に努める。 

（8） 青森市等防災関係機関は、災害時の避難行動要支援者に係る避難支援等の災害

応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施する

ものとする。 

（9） 青森市は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センタ

ー・ケアマネジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理

解の促進を図るものとする。 
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修正前 修正後 備考 

第３．要配慮者の情報伝達及び避難誘導体制等の整備等 

（1） 青森市は、避難支援等に携わる関係者として青森市地域防災計画に定めた消防

機関、県警察、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、

避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、又は条例の定めにより、あらか

じめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要

支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練

の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置

を講じるものとする。 

（2） 青森市は、避難行動要支援者名簿について、居住状況や避難支援を必要とする

事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の

適切な管理に努める。 

（3） 青森市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、

社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作

成するよう努めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援

者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等

を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難

計画情報の適切な管理に努める。 

（4） 青森市は、青森市地域防災計画に定めた消防機関、県警、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等

実施者の同意を得ることにより、又は、条例の定めにより、あらかじめ個別避難

計画を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝

達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るも

のとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるもの

とする。 
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修正前 修正後 備考 

（5） 青森市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避

難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関

係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制

の整備など、必要な配慮をするものとする。 

（6） 青森市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成

する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓

練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。 

 

第４．要配慮者利用施設における支援体制等の整備 

（1） 要配慮者利用施設の管理者は、避難等を円滑に行うため、施設における防災気

象情報の入手及び防災情報の連絡体制、並びに施設が被災した際の迅速な防災関

係機関等への通報体制の整備を進める。 

（2） 要配慮者利用施設の管理者は、平時から市、防災関係機関、福祉関係者及び近

隣住民等との連携を密にし、災害時における要配慮者の避難生活環境や避難誘導

体制の整備を進める。 

（3） 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、青森市地域防災計画に名称及び

所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する

事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、

防災教育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関

する事項等の計画を作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するも

のとする。また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について青森市長に

報告するものとする。 

（4） 県及び青森市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施

状況等について、定期的に確認するよう努めるものとする。 

 

第５．応急仮設住宅供給における配慮 

青森市は、応急仮設住宅の供給に当たっては、特に高齢者、障がい者の優先的入居
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修正前 修正後 備考 

及び高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等要配慮者に配慮した計画を定めてお

く。 

 

第６. 指定避難所における連絡体制等の整備 

要配慮者利用施設の管理者は、避難等を円滑に行うため、施設における防災気象情

報の入手及び防災情報の連絡体制、並びに施設が被災した際の迅速な防災関係機関等

への通報体制の整備を進める。 

また、指定避難所における要配慮者に対する各種情報の連絡・伝達体制を充実させ

るため、テレビ放送における手話通訳、外国語放送及び文字放送の積極的な活用を図

るとともに、指定避難所等での文字媒体（電光掲示板等）の活用等に努める。 

 

第７. 防災訓練における要配慮者への配慮 

防災訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する

体制が整備されるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１．要配慮者の支援体制の整備等 

（1） 要配慮者に関する防災知識の普及 

市及び防災関係機関は、防災知識の普及、訓練等の機会に市民に対して要配慮

者の安全確保に関する普及啓発活動を積極的に行う。また、外国人に配慮し、多

言語による防災知識の普及に努めるとともに、障がい者に配慮し、障害の内容や

程度に応じた防災知識の普及に努める。 

（2） 高齢者の避難行動への理解促進 

市は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケ

アマネジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促

進を図るものとする。 

（3） 要配慮者の支援方策の検討 
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市及び防災関係機関は、被災した要配慮者が避難後に命の危険にさらされる事

態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検

討に努める。 

（4） 要配慮者に対する広域的な福祉支援ネットワークの構築 

青森県社会福祉協議会等関係団体（青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議

会構成団体）は、災害時における要配慮者の様々な福祉・介護等のニーズ把握及

び支援調整等を広域的に行うため、行政と民間が一体となった広域的な福祉支援

ネットワークを構築し、要配慮者支援活動を行う災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）

のチーム員の養成を行うものとする。 

（5） 指定避難所における連絡体制等の整備 

市は、指定避難所における要配慮者に対する各種情報の連絡・伝達体制を充実

させるため、テレビ放送における手話通訳、外国語放送及び文字放送の積極的な

活用を図るとともに、指定避難所等での文字媒体（電光掲示板等）の活用等に努

める。 

（6） 応急仮設住宅供給における配慮 

市は、応急仮設住宅の供給に当たっては、特に高齢者、障がい者の優先的入居

及び高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等要配慮者に配慮するものとする。 

（7） 防災訓練における要配慮者への配慮  

防災関係機関は、防災訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮し、地域におい

て要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 

 

第２．避難行動要支援者名簿の作成及び運用 

（1） 名簿の作成 

市は、地域に居住する要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努める。 

また、本計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、

安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために

必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を作成するものと
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する。 

（2） 名簿の記載事項 

（1）の名簿に記載する事項は次のとおりとする。 

ア．氏名 

イ．生年月日 

ウ．性別 

エ．住所又は居所 

オ．電話番号その他の連絡先 

カ．避難支援等を必要とする理由 

キ．その他避難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項 

（3） 名簿の作成方法・手順 

   （1）の名簿を作成するための方法・手順は次のとおりとする。 

ア．名簿に登載する者の範囲は以下のとおりとする。 

①満 75 歳以上の方だけからなる世帯の者（ただし、同じ世帯の他の方が 75

歳未満であっても避難行動要支援者である場合はこれに含む。） 

②1級から 3級までの身体障がい者（ただし、4級以下の者であっても避難行

動に支援を要する場合はこれに含む。） 

③知的障がい者 

④精神障がい者 

⑤介護保険法における要介護認定 3～5の者 

⑥難病患者の者 

⑦その他、避難行動に支援を必要とする者（傷病者、乳幼児、妊産婦、外国

人等） 

   イ．名簿作成に関する関係課の役割は次のとおりである。 

    福祉部福祉政策課：名簿の作成・修正 

    市民部行政情報センター市民課：満 75歳以上の方だけからなる世帯の者の 

情報の提供 
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    福祉部障がい者支援課：名簿の作成対象となる障がい者の情報の提供 

    福祉部介護保険課：名簿の対象となる要介護認定 3～5の者の情報の提供 

   ウ．名簿作成に必要な情報の入手方法は次のとおりである。 

    福祉政策課から名簿対象者データの保有課に対して利用申込書を提出し入手

する。 

（4） 名簿の作成に当たっての情報提供の依頼 

（1）の名簿を作成するにあたり、市長は、知事その他の関係機関に対して情報

の提供を求めることができる。 

（5） 関係機関への名簿の提供 

市は、本計画に定めるところにより、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援に携わる関係者に対し、避難行動要

支援者本人の同意がある場合、又は、条例の定めがある場合には、あらかじめ避

難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施

等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じ

るものとする。 

（6） 名簿の定期的な更新及び適切な管理 

市は、避難行動要支援者名簿について、居住状況や避難支援を必要とする事由

を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の

事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体や紙媒

体などの複数の媒体で準備しておくことを検討する。その際、名簿情報の適切な

管理に努めるものとする。 

 

第３．個別避難計画の作成及び運用 

（1） 計画の作成 

市は、本計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、

福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携
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わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を

得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。この場合、例えば積雪寒

冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。 

（2） 計画の定期的な更新及び適切な管理 

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの

見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、

必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、

計画の活用に支障が生じないよう、電子媒体や紙媒体などの複数の媒体で準備し

ておくことを検討する。その際、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものと

する。 

（3） 被災者支援業務の迅速化・効率化 

市は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個

別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとす

る。 

（4） 関係機関への計画の提供 

市は、本計画に定めるところにより、消防機関、県警、民生委員・児童委員、社

会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要

支援者本人及び避難支援等実施者の同意がある場合、又は、条例の定めがある場

合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。 

（5） 計画に係る各種体制の整備 

市は、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得な

がら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制

の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、個別避難計画情報の

漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

（6） 計画が作成されていない避難行動要支援者への配慮 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支

援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者
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への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整

備など、必要な配慮をするものとする。 

（7） 地区防災計画との整合 

市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する

場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等

により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

 

第４．要配慮者利用施設の安全性の確保等 

（1） 安全性の確保 

要配慮者利用施設の管理者は、施設の防災性強化、防災設備の点検等施設の安

全性の確保を図る。 

要配慮者利用施設を土砂災害から守るため、治山事業、砂防事業、急傾斜地崩

壊対策事業、地すべり防止対策事業等の国土保全事業を推進する。 

（2） 計画の作成 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険関係法令等に基づき、自然

災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、本計画に名称及び所在地

を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に関する計画を策

定し、それに基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。 

（3） 連絡体制の整備 

要配慮者利用施設の管理者は、避難等を円滑に行うため、施設における防災気

象情報の入手及び防災情報の連絡体制、並びに施設が被災した際の迅速な防災関

係機関等への通報体制の整備を進める。 

（4） 平時からの連携 

要配慮者利用施設の管理者は、平時から市、防災関係機関、福祉関係者及び近

隣住民等との連携を密にし、災害時における要配慮者の避難生活環境や避難誘導
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第３節 防災ボランティア活動対策 

第６．防災ボランティア活動の環境整備 

青森市等防災関係機関は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社青森

県支部、青森市社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織

（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構

築を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環

境の整備を図る。 

                                      

                                       

                                       

                                       

青森市は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、    

体制の整備を進める。 

（5） 防災訓練の実施、指導等 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、本計画に名称及び所在地を定め

られた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘

導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・

訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等

の計画を作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。

また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報告するものと

する。 

（6） 自治体による定期的な確認 

県及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況

等について、定期的に確認するよう努めるものとする。また、市は、当該施設の

所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な助言等を行うものとする。 

 

第３節 防災ボランティア活動対策 

第６．防災ボランティア活動の環境整備 

  市等防災関係機関は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社青森

県支部、青森市社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織

（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構

築を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環

境の整備を図る。 

市は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、本計画等において、災

害ボランティアセンターを運営する者（市社会福祉協議会等）との役割分担等を定め

るよう努める。特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、本計画に

明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努める。 

  市は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボラン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害ボランティア

センター設置者

との役割分担及

び設置予定場所

の明確化に係る
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修正前 修正後 備考 

                研修    制度、災害時における防災ボランテ

ィア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の

安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の

整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

青森市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄

物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民や

ＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進め

ることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

 

第５部 自然の保全と災害に強い都市整備 

第１節 防災事業 

第１．地域保全事業 

１．治山事業 

これまで山地災害の防止、水源かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形

成等を図るため、治山事業に関する計画に基づき、保安施設事業及び地すべり防止事

業が県において実施され、また小規模治山事業については、青森市において実施する

など、山地災害の未然防止を図ってきたところであるが、青森市には、いまだに山地

災害危険地区、小規模山地崩壊危険地区、海岸侵食危険地区、なだれ危険箇所が存在

しており、危険度の高い地区については、早急な防止対策が必要であり、かつ、水源

かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形成等を図ることが地元住民から強

く望まれている。 

このため他事業との調整を図りつつ、その対策を計画的に推進するよう国、県に働

きかける。 

                                       

                                       

                                       

                                       

ティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランテ

ィア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の

安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の

整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

  市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄

物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民や

ＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進め

ることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

 

第５部 自然の保全と災害に強い都市整備 

第１節 防災事業 

第１．地域保全事業 

１．治山事業 

これまで山地災害の防止、水源かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形

成等を図るため、治山事業に関する計画に基づき、保安施設事業及び地すべり防止事

業が県において実施され、また小規模治山事業については、  市において実施する

など、山地災害の未然防止を図ってきたところであるが、  市には、いまだに山地

災害危険地区、小規模山地崩壊危険地区、海岸侵食危険地区、なだれ危険箇所が存在

しており、危険度の高い地区については、早急な防止対策が必要であり、かつ、水源

かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形成等を図ることが地元住民から強

く望まれている。 

このため他事業との調整を図りつつ、その対策を計画的に推進するよう国、県に働

きかける。 

また、渓流や山腹斜面を安定させるため、ハード対策（治山ダム工、土留工等の施

設の整備や植栽、森林造成等による荒廃地、荒廃危険地等の整備）とソフト対策（山

地災害危険区域に係る監視体制の強化、情報提供等）を一体的に実施する。さらに、

地域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山地災害のさらな

る防災対策の推

進に係る修正 

 



27 

修正前 修正後 備考 

                                       

                                       

                                       

                                       

 

３．河川防災対策事業 

 

４．海岸防災対策事業 

 

５．農地防災事業 

（2） ため池等整備事業 

 

 

エ．地すべり対策事業 

 

第２．その他の防災事業 

５．盛土による災害防止対策事業 

危険が確認された盛土について、                 各法令に基

づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとし、当該盛土について、必要に応

じて、地域防災計画や避難情報の発令基準を見直すものとする。 

 

第４節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第５．電気通信設備 

５．大規模災害時の通信確保対策  

（1） 災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。 

 

 

推進により、山地災害の発生防止及び保安林の機能の強化推進に努めるものとする。 

 特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわ

たる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連携

しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進するものとする。 

 

３．河川    事業 

 

４．海岸保全  事業 

 

５．農地防災事業 

（2） ため池等整備事業 

エ．地震時や大雨時におけるため池の点検結果や被害情報について、ため池防災支援

システムにより、速やかな情報共有を図るものとする。 

（3）地すべり対策事業 

 

第２．その他の防災事業 

５．盛土による災害防止対策事業 

危険が確認された盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基

づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとし、当該盛土について、必要に応

じて、地域防災計画や避難情報の発令基準を見直すものとする。 

 

第４節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第５．電気通信設備 

５．大規模災害時の通信確保対策  

（1） 災害時に備え、重要通信に関するデータベースの整備、定期的な訓練等を通じ

た平常時からの連絡体制の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

 

 

・災害時等のため池

の点検結果等の

迅速な共有につ

いて追加 

 

 

・危険盛土への是正

指導に係る根拠

法令を追加 

 

 

 

 

・平常時からの連絡

体制の強化に係

る修正 
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修正前 修正後 備考 

第５節 交通施設対策 

第１．道路・橋梁防災対策 

国・県・青森市は、災害時において避難路・緊急輸送ルートの確保を早期にかつ確

実に図るため、道路の交通機能を拡充するとともに、次により道路、橋梁の耐震、耐

浪性の強化及び防災施設の整備を図る。 

 

 

 

また、山間道路については、豪雨や台風による土砂崩れや落石等の災害を防止する

ため、法面処理工、落石防護工等を実施する。発災後の道路の障害物除去、応急復旧

等に必要な人員、資機材等の確保について、建設業者との協定の締結に努める。 

 また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制

限を行うとともに、無電柱化の推進に関する法律に基づく、道路事業等に合わせた電

柱等の新設抑制及び既設撤去の推進等により、無電柱化の推進を図る。 

 

 

 

 

 

第７節 津波災害予防対策 

第３．津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

２．避難指示等の発令基準の明確化 

 市は、津波災害に対する住民の警戒避難体制として、津波警報等が発表された場合

に直ちに避難指示を発令することを基本とし、                  

              具体的な発令基準を設定するものとする。 

 

第５節 交通施設対策 

第１．道路・橋梁防災対策 

国・県・  市は、災害時において避難路・緊急輸送ルートの確保を早期にかつ確

実に図るため、道路の交通機能を拡充するとともに、次により道路、橋梁の耐震、耐

浪性の強化及び防災施設の整備を図る。 

緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、空港、港湾等の主要な拠点と高規

格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭

で信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 

                                       

                                       

                                     

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制

限を行うとともに、国（経済産業省、総務省）が促進する一般送配電事業者、電気通

信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の推進を図る。 

   山間道路については、豪雨や台風による土砂崩れや落石等の災害を防止する

ため、法面処理工、落石防護工等を実施する。 

発災後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、

建設業者との協定の締結に努める。 

 

第７節 津波災害予防対策 

第３．津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

２．避難指示等の発令基準の明確化 

 市は、津波災害に対する住民の警戒避難体制として、津波警報等が発表された場合

に直ちに避難指示を発令することを基本とし、津波警報等で発表される津波高に応じ

た発令対象区域を定めるなど、具体的な発令基準を設定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

・道路防災対策によ

る強靭で信頼性

の高い道路網の

整備に係る修正 

 

 

 

 

・無電柱化の促進に

係る修正 

・記載の適正化（文

末へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

・津波における避難

指示の適切な発

令に係る修正 
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修正前 修正後 備考 

３．通報・通信手段の確保 

様々な環境下にある市民、要配慮者利用施設等の管理者等及び職員に対して津波警

報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政用無線、全国瞬時警

報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラート）、テレビ、ラジ

オ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、インターネット、携帯電話等（緊急速報メール

機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るとともに、海浜

地への津波警報伝達の浸透を図るため、サイレン、半鐘、             

       広報車等の多様な手段を確保する。 

 

第１０節 土砂災害予防対策 

第３．土砂災害警戒情報の伝達及び避難指示等の発令基準 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害

がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断

や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びか

け  る情報で、青森県と青森地方気象台から共同で発表される。（以下略） 

 

 

３．通報・通信手段の確保 

様々な環境下にある市民、要配慮者利用施設等の管理者等及び職員に対して津波警

報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政用無線、全国瞬時警

報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラート）、テレビ、ラジ

オ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、インターネット、携帯電話等（緊急速報メール

機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るとともに、海浜

地への津波警報伝達の浸透を図るため、サイレン、半鐘、赤と白の格子模様の旗（津

波フラッグ）、広報車等の多様な手段を確保する。 

 

第１０節 土砂災害予防対策 

第３．土砂災害警戒情報の伝達及び避難指示等の発令基準 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害

がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市  長の避難指示の発令判断

や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びか

けられる情報で、青森県と青森地方気象台から共同で発表される。（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気象台からの意見

による修正 

 

 

 

・県からの意見を踏

まえた記載の適

正化 

 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に修正 
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２ 風水害等対策編 

修正前 修正後 備考 
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第 3節 気象予報・警報等の発表及び伝達     

第 4節 情報収集および被害等報告 

第 5節 通信連絡 

第 6節 災害広報・情報提供 

第 7節 避難 

第 8節 防災活動拠点施設の活用 

第 9節 災害救助法の適用 

第 10節 消防 

第 11節 水防 

第 12節 救出 

第 13節 食料供給 

第 14節 給水 

第 15節 応急住宅供給 

第 16節 遺体の捜索、処理、埋火葬 

第 17節 障害物除去 

第 18節 被服、寝具、その他生活必需品の給 (貸) 与 

第 19節 医療、助産及び保健 

第 20節 被災動物対策 

第 21節 輸送対策 

第 22節 労務供給 

第 23節 防災ボランティア受入・支援対策 

第 24節 防疫 
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第 20節 被災動物対策 

第 21節 輸送対策 

第 22節 労務供給 

第 23節 防災ボランティア受入・支援対策 

第 24節 防疫 
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修正前 修正後 備考 

第 25節 廃棄物等処理及び環境汚染防止 

                

第 26節 金融機関対策 

第 27節 文教対策 

第 28節 警備対策 

第 29節 交通対策 

第 30節 電気・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第 31節 石油燃料供給対策 

第 32節 広域応援 

第 33節 自衛隊災害派遣要請 

第 34節 航空機運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 25節 廃棄物等処理及び環境汚染防止 

第 26節 被災宅地の危険度判定 

第 27節 金融機関対策 

第 28節 文教対策 

第 29節 警備対策 

第 30節 交通対策 

第 31節 電気・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第 32節 石油燃料供給対策 

第 33節 広域応援 

第 34節 自衛隊災害派遣要請 

第 35節 航空機運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災基本計画の修

正による 
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修正前 修正後 備考 

第１章 災害応急対策計画 

第１節 青森市災害対策本部 

第２．青森市の防災組織 

１．防災組織の区分 

青森市の防災組織は、次の区分による。 

 

 

２．防災組織の設置・廃止 

防災組織は、次の基準により設置または廃止する。 

（1） 設置基準 

 

（2） 廃止基準 

市長は、災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき、または災害発生後 

における応急措置が完了したと認めるときは、本部を廃止する。 

 

３．設置場所 

防災組織は、青森市本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し使用できない場合

第１章 災害応急対策計画 

第１節 青森市災害対策本部 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 2節動員計画の

第 2配備態勢及び

市職員の動員計

画に集約（Ｐ8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２．防災組織の

編成及び業務等
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修正前 修正後 備考 

は、次の代替施設に設置するものとする。 

 

 

第３．防災組織の編成及び業務等 

１．災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２．防災組織の編成及び業務等 

１．災害対策本部 

（4） 設置場所 

防災組織は、青森市本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し使用できない 

場合は、次の代替施設に設置するものとする。 

 

 

 

の「１．災害対策

本部」（4）へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 1節青森市災害

対策本部の第 2.

青森市の防災組

織から移動 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．警戒対策本部 

 市長は、警戒対策本部の組織、運営を次により行う。 

（2） 警戒対策副本部長は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、警戒対策本部長

を補佐する                        。 

（3） 警戒対策本部長の職務を代理する順序は、本部長不在のときは危機管理監が、

２．防災関係機関等との連携 

（1） 大規模災害等における国、県、防災関係機関等との連携 

大規模災害時における初動期（概ね発災後 72時間）の消火、救出、救助、救

護活動等を迅速かつ的確に行うため、防災関係機関等（ＤＭＡＴ、警察、消防、

自衛隊、海上保安部、国土交通省等）は相互に連携するものとし、人命救助を最

優先に人的・物的資源を最大限に活用するものとする。 

（2） 国、県、防災関係機関等からの情報連絡員（リエゾン）の派遣 

市災害対策本部には、自衛隊、海上保安部、県、東日本旅客鉄道株式会社、東

日本電信電話株式会社、日本赤十字社、東北電力株式会社などのライフライン事

業者等の国、県、防災関係機関等の情報連絡員（リエゾン）の派遣を求めること

ができる。また、国、県、防災関係機関等の情報連絡員（リエゾン）は、必要に

応じて、市災害対策本部会議に参画するものとする。 

（3） 消防応援活動調整本部 

緊急消防援助隊が出動した場合、消防組織法第 44条の２に基づき、消防応援

活動調整本部（本部長は知事、副本部長は県危機管理局消防保安課長及び本県に

出動した指揮支援部隊長）が設置され、消防の応援等の総合調整を行う。 

（4） 国の現地対策本部への情報連絡員の派遣等 

国の現地対策本部が設置された場合等において、情報共有の支援と状況認識の

統一を図るため、必要に応じて情報連絡員を派遣するとともに、合同会議、連絡

会議、調整会議及び現地作業調整会議等を通じ、密接な連携を確保するものとす

る。 

 

３．警戒対策本部 

                          

（2） 警戒対策副本部長は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、警戒対策本部長

を補佐するとともに、本部長不在のときはその職務を代理する。 

（3）         職務を代理する順序は、本部長不在のときは危機管理監が、

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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修正前 修正後 備考 

本部長及び危機管理監がともに不在のときは副市長が、本部長、危機管理監及び

副市長が不在のときは総務部長が代理する。 

（5） 上記のほか、災害の規模、態様等に応じて警戒本部長が必要と認めたときは、

部または班を追加する。 

（6） 警戒対策本部の事務及び分掌、警戒対策本部員会議については、警戒対策本部

事務局については、災害対策本部に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．被害対策本部 

（1） 被害対策本部長 は、市長   とし、被害対策本部 の事務を総括する。 

（2） 被害対策副本部長 は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、被害対策本部

長 を補佐する                      。 

（3） 被害対策本部長の職務を代理する順序は、本部長が不在のときは危機管理監が、

本部長及び危機管理監不在のときは副市長が、本部長、危機管理監及び副市長が

不在のときは総務部長が代理する。 

（4） 被害対策本部員 は、被害の規模、態様等に応じ被害対策本部長が指示した部

の部長及び部長級の職員とし、所管する部の事務を総括する。 

（5） 被害対策本部の事務及び分掌、被害対策本部員会議、被害対策本部事務局につ

本部長及び危機管理監がともに不在のときは副市長が、本部長、危機管理監及び

副市長が不在のときは総務部長が代理する。 

（削除） 

 

（5） 警戒対策本部の事務及び分掌、警戒対策本部員会議については、警戒対策本部

事務局については、災害対策本部に準じて行うものとする。 

（6） 設置、廃止及び通知・公表 

ア．設置基準 

   第１章第２節「動員計画」の「第２ 配備態勢及び市職員の動員計画」の「１．

配備態勢」の表中非常配備態勢１号の項に定めるとおり 

 イ．廃止基準 

   災害発生のおそれがなくなったと認めるとき、又は災害発生後における応急措

置が完了したと認めるとき 

 ウ．設置及び廃止時の通知、公表 

警戒対策本部を設置したときは、必要に応じ通知および公表をする。 

警戒対策本部を廃止したときは、設置の場合に準じて行うものとする。 

 

４．災害情報連絡室 

（1） 災害情報連絡室長は、危機管理監とし、災害情報連絡室の事務を総括する。 

（2） 災害情報連絡副室長は、危機管理課長         とし、災害情報連絡

室長を補佐するとともに、室長不在のときはその職務を代理する。 

（削除） 

 

 

（3） 災害情報連絡室員は、災害情報連絡室長が指示した課の災害対策要員と    

                         する。 

（4） 災害情報連絡室の勤務体制は、各課の執務室を基本とし、災害情報等の収集・

 

 

 

 

 

 

・災害対策本部以外

の防災組織の設

置･廃止基準等に

ついても明文化 

 

 

 

 

 

 

 

・防災組織の見直し

による修正 
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修正前 修正後 備考 

いては、災害対策本部に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．現地災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有、応急対策を実施する。         

（5）設置、廃止 

ア．設置基準 

第１章第２節「動員計画」の「第２ 配備態勢及び市職員の動員計画」の「１．

配備態勢」の表中警戒配備態勢の項に定めるとおり 

 イ．廃止基準 

災害発生のおそれがなくなったと認めるとき、又は災害発生後における応急措

置が完了したと認めるとき 

 

５．現地災害対策本部 
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修正前 修正後 備考 

第２節 動員計画 

第２ 配備体制及び市職員の動員計画 

１．配備体制 

（1） 配備体制の指示 

本部長（市長） は、災害の規模、態様等に応じ、準備体制、警戒配備体制又は 

  非常配備体制（１号、２号）を指示する。 

（2）       配備基準 

   

第２節 動員計画 

第２ 配備態勢及び市職員の動員計画 

１．配備態勢 

（1） 配備態勢の指示 

本部長（市長）等は、災害の規模、態様等に応じ、    警戒配備態勢又は 

非常配備態勢（１号、２号）を指示する。 

（2） 配備態勢及び配備基準 

   

 

・配備態勢ごとの配

備基準及び設置

組織等を集約し

て記載 

 

 

（表差替） 
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修正前 修正後 備考 

（3） 配備要員・実施内容 

 

 

５．複合災害対策 

（1） 方針 

地震・津波、風水害等、原子力災害等の複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、災害応急対策が困難となる事象をいう。）の発生の可能性を認識し、

備えを充実するものとする。 

 

 

（3） 配備要員・実施内容 

 

 

５．複合災害対策 

（1） 方針 

地震・津波、風水害等、原子力災害等の複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、災害応急対策が困難となる事象をいう。）の発生 可能性を認識し、

備えを充実するものとする。 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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修正前 修正後 備考 

第３節 気象予報・警報等の発表及び伝達 

第２．実施内容 

１．気象予報・警報等の収集及び伝達 

（1） 警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行

動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す

情報」とを関連付けるものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「  行動を居住者等に促す情報」及び「行動を

とる際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに

対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、

災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示等

が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災

情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望

まれる                                  

                            。 

国（国土交通省、気象庁）及び県は、避難指示等の発令基準に活用する防災気

象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報

として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すものとする。 

国（国土交通省、気象庁）及び県は、防災気象情報の提供に当たり、参考となる

警戒レベルも併せて提供するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象予報・警報等の発表及び伝達 

第２．実施内容 

１．気象予報・警報等の収集及び伝達 

（1） 警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行

動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す

情報」とを関連付けるものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「当該行動を居住者等に促す情報」及び「行動を

とる際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに

対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、

災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情報  

が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災

情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望

まれることから、避難指示等の発令基準に活用する各種情報については、警戒レ

ベル相当情報として発表し、警戒レベルとの関連を明確化する。 

 （削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・警戒レベルを用い

た各種情報の発

表に係る修正 
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修正前 修正後 備考 

（2） 特別警報・警報・注意報 

 ウ．水防活動の利用に適合する注意報、警報 

 

注）過去の災害事例に照らして、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指

数）、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などに関する客観的な指標を設け、

これらの実況および予想に基づいて発表を判断します。   

 

（※１）指数を用いた大雨特別警報（土砂災害、浸水害）の基準値 

（注）大雨特別警報は、過去の多大な被害をもたらした現象に相当する各種雨量指

（2） 特別警報・警報・注意報 

 ウ．水防活動の利用に適合する注意報、警報 

  

 

 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に修正（表

差替） 
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修正前 修正後 備考 

数の値以上となる１km格子がまとまって出現すると予想され、かつ、激しい

雨がさらに降り続くと予想される場合に発表される。 

（※２）台風等を要因とする指標 

（注１）台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が

接近・通過すると予想される地域（予報円がかかる地域）に発表されてい

る、暴風・高潮・波浪の警報が、特別警報として発表されることに留意。 

（注２）温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される

地域における、暴風（雪を伴う場合は暴風雪）・高潮・波浪の警報が、特別

警報として発表されることに留意。 

（※３）雪に関する 50年に一度の値 

  

（注１）50年に一度の値は過去の観測データから推定した値である。 

（注２）大雪特別警報は、府県程度の広がりをもって 50年に一度の積雪深とな

り、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に

発表される。個々の地点で 50年に一度の値となることのみで特別警報が発

表されるわけではないことに留意。 
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修正前 修正後 備考 

（別表 警報・注意報発表基準一覧表） 

 青森市における警報・注意報の具体的な発表基準は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表 警報・注意報発表基準一覧表） 

 青森市における警報・注意報の具体的な発表基準は以下のとおりである。 

 

 

 

 

・基準変更による 

修正 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基準変更による 

修正 
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２．洪水予報の発表及び伝達 

（1） 洪水予報の発表 

 ア．洪水予報の種類等と発表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．洪水予報の発表及び伝達 

（1） 洪水予報の発表 

 ア．洪水予報の種類等と発表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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（3） 気象予報・警報等の伝達 

【気象予報・警報・情報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 気象予報・警報等の伝達 

【気象予報・警報・情報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指定公共機関の名

称変更 
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２．洪水予報の発表及び伝達 

（1） 洪水予報の発表 

 イ．洪水予報を行う河川及びその区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．洪水予報の発表及び伝達 

（1） 洪水予報の発表 

 イ．洪水予報を行う河川及びその区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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ウ．洪水予報の伝達 

【堤川・駒込川洪水予測伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

ウ．洪水予報の伝達 

【堤川・駒込川洪水予測伝達系統図】 

 

 

 

 

 

・系統図の表記整理 

（表差替） 
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【十川洪水予測伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

【十川洪水予測伝達系統図】 

 

 

 

 

 

・系統図の表記整理 

（表差替） 
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４．水防警報及び水防指令並びに伝達 

（1） 水防警報の発表及び水防指令の発令並びに伝達 

ア．水防警報の発表 

Ａ．水防警報の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．水防警報及び水防指令並びに伝達 

（1） 水防警報の発表及び水防指令の発令並びに伝達 

ア．水防警報の発表 

Ａ．水防警報の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･記載の適正化 
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Ｂ．水防警報を行う河川及びその区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．水防警報を行う河川及びその区域 

 

 

･記載の適正化 

（表差替） 
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５．土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおか

しくない状況となったときに、本部長（市長）の避難指示の発令判断や住民の自主避

難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、青

森県と青森地方気象台から共同で発表される。 

この情報は、青森地方気象台から県を通じて青森市に伝達するとともに、報道機関

や関係機関を通じて、市民への周知を図る。 

 

（3） 発表及び解除 

 

 

 

 

 

 

 

５．土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおか

しくない状況となったときに、本部長（市長）の避難指示の発令判断や住民の自主避

難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼び掛けられる情報で、

青森県と青森地方気象台から共同で発表される。 

この情報は、青森地方気象台から県を通じて青森市に伝達するとともに、報道機関

や関係機関を通じて、市民への周知を図る。 

 

（3） 発表及び解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（表差替） 
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６．噴火警報等の発表及び伝達 

（2） 噴火警報の通報 

【伝達系統図】 

 

 

 

第３．気象予報・警報等の伝達 

１．青森市の伝達系統 

（1） 気象予報・警報等の伝達方法 

イ．青森市域に関わる気象予報・警報等を受領した危機管理課長又は宿日直員（本

庁守衛）は、その発表内容に基づき、直ちに関係課長に伝達するものとする。 

 

 

 

６．噴火警報等の発表及び伝達 

（2） 噴火警報の通報 

【伝達系統図】 

 

 

 

第３．気象予報・警報等の伝達 

１．青森市の伝達系統 

（1） 気象予報・警報等の伝達方法 

イ．  市域に関わる気象予報・警報等を受領した危機管理課長         

    は、その発表内容に基づき、直ちに関係課長に伝達するものとする。な

お、宿日直員（本庁舎守衛）が受領した場合は、直ちに総務部危機管理課長に伝

達する。 

 

 

 

・記載の適正化 

（表差替） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤務時間外に宿日

直員が受領した

場合の伝達先の

修正 
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【伝達系統】 

  

 

第４節 情報収集及び被害等報告 

第２．情報の収集、伝達 

２．災害が発生し、又は拡大するおそれがある段階 

（2） 被害状況の報告等 

ウ．総務部危機管理班長（総務部危機管理課長）は、各部より報告された被害状況

のとりまとめ結果及び次の状況を県（防災危機管理課）に総合防災情報システム

等により報告する。 

 

 

 

第７節 避難 

第３．避難指示等の伝達 

市民に対する避難のための準備情報の提供や避難指示等を行うに当たり、対象地域

の適切な設定等に留意するとともに、避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合

には、避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努めるなど、     

【伝達系統】 

  

 

第４節 情報収集及び被害等報告 

第２．情報の収集、伝達 

２．災害が発生し、又は拡大するおそれがある段階 

（2） 被害状況の報告等 

ウ．総務部危機管理班長（総務部危機管理課長）は、各部より報告された被害状況

のとりまとめ結果及び次の状況を県（防災危機管理課）に総合防災情報システム

等により報告する。 

（キ）要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を

得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

第７節 避難 

第３．避難指示等の伝達 

市民に対する避難のための準備情報の提供や避難指示等を行うに当たり、対象地域

の適切な設定等に留意するとともに、避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合

には、避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努めるなど、「避難情報

・記載の適正化 

（表差替） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・救助活動の効率

化･円滑化に向け

た安否不明者の

迅速な絞り込み 

 

・青森県市長会から

の意見による修

正 
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                  避難指示等 判断基準等を明確化しておく。 

また、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、自宅等で身の安全を確保す

ることができる場合は「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は「緊急安全確保」を行うと

いった適切な避難行動を市民がとれるように努める。 

避難についての市民に対する周知徹底の方法、内容及び関係機関に対する伝達は、

次のとおりとする。 

なお、危険の切迫性に応じ      伝達文の内容を工夫すること、その対象者

を明確にすること、                     対象者ごとに   

        とるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、    

積極的な避難行動の喚起に努める。 

特に、避難行動に時間を要する者に対して早めの段階で高齢者等避難を伝達するな

ど、危険が切迫する前に十分な余裕をもって避難指示等を行うほか、一般市民に対し

ては、避難準備及び自主的な避難を呼びかける。 

洪水、高潮及び土砂災害について、市は避難指示等の対象地域及び判断時期、避難

指示等解除などに関して、国及び県に必要な助言を求めるものとする。 

また、市は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の

専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。 

 

第７．指定避難所の開設 

本部長（市長）は、避難指示等を決定したとき、又は市民の自主避難を覚知したとき

は、洪水、高潮、土砂災害等の危険性に十分配慮しつつ、直ちに指定避難所を開設す

るとともに、市民等に対して周知徹底を図る。なお、開設に先立ち、開設予定避難所

やそこへ至る経路が被害を受けていないかなどを確認するとともに、避難者を受入れ

た後も周辺の状況に注意して安全性の確認を行う。                

                                       

避難者の受入に当たっては、対象者数、指定避難所の受入能力、受入期間を考慮し

に関するガイドライン」を参考にして、避難指示等の判断基準等を明確化しておく。 

また、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、自宅等で身の安全を確保す

ることができる場合は「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は「緊急安全確保」を行うと

いった適切な避難行動を市民がとれるように努める。 

避難についての市民に対する周知徹底の方法、内容及び関係機関に対する伝達は、

次のとおりとする。 

なお、危険の切迫性に応じ避難指示等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者

を明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒

レベルに対応したとるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の

積極的な避難行動の喚起に努める。 

特に、避難行動に時間を要する者に対して早めの段階で高齢者等避難を伝達するな

ど、危険が切迫する前に十分な余裕をもって避難指示等を行うほか、一般市民に対し

ては、避難準備及び自主的な避難を呼びかける。 

洪水、高潮及び土砂災害について、市は避難指示等の対象地域及び判断時期、避難

指示等解除などに関して、国及び県に必要な助言を求めるものとする。 

また、市は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の

専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。 

 

第７．指定避難所の開設 

本部長（市長）は、避難指示等を決定したとき、又は市民の自主避難を覚知したと

きは、洪水、高潮、土砂災害等の危険性に十分配慮しつつ、直ちに指定避難所を開設

するとともに、市民等に対して周知徹底を図る。なお、開設に先立ち、開設予定避難

所やそこへ至る経路が被害を受けていないかなどを確認するとともに、避難者を受入

れた後も周辺の状況に注意して安全性の確認を行う。また、避難所を開設した場合に

関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を県に報告する。 

避難者の受入れに当たっては、対象者数、指定避難所の受入能力、受入期間を考慮

 

 

 

 

 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支援の強化に向け

た情報共有の徹

底 
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避難者を割り当てるとともに、指定避難所ごとの避難者の情報の把握に努める。必要

があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避

難所として開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知

するよう努めるものとする。なお、感染症発生を考慮し、指定避難所の受入人員に制

限が必要な場合等においては、指定避難所が密になる状況を避けるため、避難者を分

散させて割り当てるとともに、必要に応じて他の安全な避難所への誘導、案内等を行

うよう努める。 

学校が指定避難所にあてられた場合、校長は学校管理に必要な職員を確保し、本部

長（市長）の避難対策に協力する。 

要配慮者に配慮して、必要に応じて福祉避難所を開設する。被災地以外の地域にあ

るものを含め、社会福祉施設等を福祉避難所としたり、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、まん延防止等の必要な措置

を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、

保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 

 

６．指定避難所の運営管理 

避難所配置職員は、施設管理者、町会及び町内会、自主防災組織、災害ボランティア

などの協力を得ながら指定避難所の適切な管理・運営を図るため、次の措置を講じる

ものとする。 

なお、小学校に配置した避難所配置職員は、防災活動拠点施設運営のための任務（第

８節「防災活動拠点施設の活用」参照）を併せて行うこととする。 

（3） 指定避難所の管理責任者は、指定避難所における情報の伝達、食料、飲料水の

給付、清掃等について、避難者、市民、自主防災組織、指定避難所運営について

専門性を有した            外部支援者等の協力が得られるように

努める。 

し避難者を割り当てるとともに、指定避難所ごとの避難者の情報の把握に努める。必

要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て

避難所として開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周

知するよう努めるものとする。また、感染症発生を考慮し、指定避難所の受入人員に

制限が必要な場合等においては、指定避難所が密になる状況を避けるため、避難者を

分散させて割り当てるとともに、必要に応じて他の安全な避難所への誘導、案内等を

行うよう努める。 

学校が指定避難所にあてられた場合、校長は学校管理に必要な職員を確保し、本部

長（市長）の避難対策に協力する。 

要配慮者に配慮して、必要に応じて福祉避難所を開設する。被災地以外の地域にあ

るものを含め、社会福祉施設等を福祉避難所としたり、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、まん延防止等の必要な措置

を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、

保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 

 

６．指定避難所の運営管理 

避難所配置職員は、施設管理者、町会及び町内会、自主防災組織、災害ボランティ

アなどの協力を得ながら指定避難所の適切な管理・運営を図るため、次の措置を講じ

るものとする。 

なお、小学校に配置した避難所配置職員は、防災活動拠点施設運営のための任務（第

８節「防災活動拠点施設の活用」参照）を併せて行うこととする。 

（3） 指定避難所の管理責任者は、指定避難所における情報の伝達、食料、飲料水の

給付、清掃等について、避難者、市民、自主防災組織、指定避難所運営について

専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られるように

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部支援者の例示

を記載 
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（7） 在宅避難者や、やむを得ない理由により指定避難所に滞在できない車中・テン

ト泊等の被災者の所在地、ニーズ等の情報の早期把握に努めるとともに、必要な

物資の配布、保健医療  サービスの提供、様々な方法による情報の提供等必要

な支援の実施に努める。特に車中泊の被災者に対しては、深部静脈血栓症/肺塞栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防のため、健康相談や保健指導を実

施する。 

（10）指定避難所の運営に関し、被災者が相互に助け合う自主的な組織が主体的に関

与する運営に早期に移行できるよう、その支援に努める。           

                                       

                         

 

 

第１１節 水防 

第７．警戒水位の周知 

（4） 本部長（市長）は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河

川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握した

ときは、これを水害リスク情報として住民、滞在者その他の者へ周知するものと

する。 

 

第１５節 応急住宅供給 

第２．既存住宅ストックの活用 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相

談体制の整備、修理業者の周知等支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存   

ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早

期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合に

は、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するも

のとする。なお、建設型応急住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するもの

（7） 在宅避難者や、やむを得ない理由により指定避難所に滞在できない車中・テン

ト泊等の被災者の所在地、ニーズ等の情報の早期把握に努めるとともに、必要な

物資の配布、保健医療福祉サービスの提供、様々な方法による情報の提供等必要

な支援の実施に努める。特に車中泊の被災者に対しては、深部静脈血栓症/肺塞栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防のため、健康相談や保健指導を実

施する。 

（10）指定避難所の運営に関し、被災者が相互に助け合う自主的な組織が主体的に関

与する運営に早期に移行できるよう、その支援に努める。この際、避難生活支援

に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全

体で避難者を支えることができるよう留意する。 

 

 

第１１節 水防 

第７．警戒水位の周知 

（削除） 

 

 

 

 

第１５節 応急住宅供給 

第２．既存住宅ストックの活用 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相

談体制の整備、修理業者の周知等支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存住宅

ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早

期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合に

は、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するも

のとする。なお、建設型応急住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するもの

 

 

・災害ケースマネジ

メント等による

被災者支援に係

る修正 

 

・多様な主体と連携

した被災者支援

について追加 

 

 

 

 

・県の意見を踏まえ

削除 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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修正前 修正後 備考 

とする。 

 

第１７節 障害物除去 

第１．実施責任者等 

１．実施責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節 医療、助産及び保健 

第６．応援協力関係 

本部長（市長）は、市内の医師等をもってしても医療、助産及び保健の実施が困難

な場合、医療、助産及び保健の実施又はこれに要する人員及び資機材の確保について、

災害時における青森県市町村相互応援に関する協定に基づき、応援を県に要請するほ

か、知事へ自衛隊の災害派遣（助産を除く。）や、必要に応じて災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）や災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を含め応援を要請する。 

また、市は、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な情報について、市

を応援する県保健医療  現地調整本部員等と情報連携することとし、県は、県保健

とする。 

 

第１７節 障害物除去 

第１．実施責任者等 

１．実施責任者 

（3） 海上における障害物の除去は、第二管区海上保安部（青森・八戸海上保安部）

及び港湾・漁港管理者が行う。 

 

３．海上における障害物の除去 

（1） 第二管区海上保安部（青森・八戸海上保安部）及び港湾・漁港管理者は、港内又

は海上に漂流物、沈没物、軽石、その他の航路障害物がある場合は、直ちに必要

な応急措置（航行警報、安全通信の放送、応急標識の設置等）をとるとともに、

その物件の所有者又は占有者に対し、その場所が港内又は港の境界付近のときは

除去を命じ、その他の海域にあっては除去の勧告を行う。 

（2） 港湾・漁港管理者は、船舶の航行が危険と認められる場合は、国に報告する。

なお、所有者又は占有者が不明の場合は、関係機関が連携し、除去する。 

 

 

第１９節 医療、助産及び保健 

第６．応援協力関係 

本部長（市長）は、市内の医師等をもってしても医療、助産及び保健の実施が困難

な場合、医療、助産及び保健の実施又はこれに要する人員及び資機材の確保について、

災害時における青森県市町村相互応援に関する協定に基づき、応援を県に要請するほ

か、知事へ自衛隊の災害派遣（助産を除く。）や、必要に応じて災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）や災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を含め応援を要請する。 

また、市は、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な情報について、市

を応援する県保健医療福祉現地調整本部員等と情報連携することとし、県は、県保健

 

 

 

 

 

・航路等の障害物除

去について追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害ケースマネジ
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医療  現地調整本部員等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整

理及び分析を行い、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整について

県保健医療  現地調整本部及び県保健医療  調整本部にて行うこととする。 

市は県と連携し、災害時を想定した情報の共有、整理及び分析等の保健医療  活

動の実施体制の整備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療福祉現地調整本部員等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整

理及び分析を行い、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整について

県保健医療福祉現地調整本部及び県保健医療福祉調整本部にて行うこととする。 

市は県と連携し、災害時を想定した情報の共有、整理及び分析等の保健医療福祉活

動の実施体制の整備に努めるものとする。 

 

 

第２６節 被災宅地の危険度判定 

 風水害等による宅地や擁壁等の被災に伴う二次災害を未然に防止し、住民の生命の

保護を図るため、被災宅地危険度判定を行うものとする。 

 

第１．実施責任者等 

１．実施責任者 

  風水害等による被災宅地や擁壁等の危険度判定調査については、本部長（市長）

が行う。 

 

２．実施担当 

 

 

第２．実施内容 

１．被災宅地危険度判定制度 

被災宅地危険度判定士が宅地の被災状況を迅速かつ的確に把握し、判定結果を表

示することにより、宅地の所有者や近隣住民等の注意を喚起し、宅地の二次災害を

メント等による

被災者支援に係

る修正 

 

 

 

 

・県の防災対策の見

直しによる追加 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６節 金融機関対策 

 

第２７節 文教対策 

 

第２８節 警備対策 

 

第２９節 交通対策 

 

第３０節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第２．応急措置の容量 

［Ⅴ．電気通信設備応急措置］ 

14．広報  

災害が発生した場合は、通信のそ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通

軽減・防止する。 

２．被災者への説明 

市は、被災宅地危険度判定調査、住宅被害認定調査など、住宅に関する各種調査

が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違

い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明するものとする。

また、県は、市の活動の支援に努めるものとする。 

 

第３．応援協力関係 

（1） 市は、自ら又は市内の被災宅地危険度判定士によっても宅地の危険度判定の実

施が困難な場合、県へ応援を要請するほか、市町村相互応援協定に基づき他市町

村へ応援を要請する。 

（2） 応援の要請を受けた関係機関は、これに積極的に協力する。 

 

 

第２７節 金融機関対策 

 

第２８節 文教対策 

 

第２９節 警備対策 

 

第３０節 交通対策 

 

第３１節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第２．応急措置の容量 

［Ⅴ．電気通信設備応急措置］ 

14．広報  

災害が発生した場合は、通信のそ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 
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修正前 修正後 備考 

信設備等の応急復旧の状況                           

                                       

               を広報するなど、通信のそ通ができないことによる

社会不安の解消に努める。 

 

第３１節 石油燃料供給対策 

 

第３２節 広域応援 

 

第３３節 自衛隊災害派遣要請 

 

第３４節 航空機運用 

県は、大規模災害時において、航空機（ヘリコプター及び固定翼機）       

 を保有する防災関係機関相互の連携体制の確立を図るとともに、航空機等の安全運

航及び効率的な運用調整を行うことから、必要な情報提供を行う。 

 

 

第２章 雪害、火山、事故災害対策計画 

第１節 雪害対策 

第１．予防対策 

１．雪害に強いまちづくり 

（6） 雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、車両

の運転者は                     車内にスコップや   

スクレーパー、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるものとする。 

（10）道路管理者は集中的な大雪等に備えて、他の道路管理者をはじめ地方公共団体

その他関係機関と連携して、地域特性や降雪の予測精度を考慮し、大規模な交通

障害の発生が想定される主要幹線道路においてタイムラインを策定するよう努め

信設備等の応急復旧の状況や見通し、代替的に利用可能な通信手段等について、関係

機関及び市民に対してわかりやすく情報提供（ホームページのトップページへの掲載、

地図による障害エリアの表示等）   するなど、通信のそ通ができないことによる

社会不安の解消に努める。 

 

第３２節 石油燃料供給対策 

 

第３３節 広域応援 

 

第３４節 自衛隊災害派遣要請 

 

第３５節 航空機運用 

県は、大規模災害時において、航空機（ヘリコプター及び固定翼機）及び無人航空

機を保有する防災関係機関相互の連携体制の確立を図るとともに、航空機等の安全運

航及び効率的な運用調整を行うことから、必要な情報提供を行う。 

 

 

第２章 雪害、火山、事故災害対策計画 

第１節 雪害対策 

第１．予防対策 

１．雪害に強いまちづくり 

（6） 雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、車両

の運転者はスタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの装着、車内にスコップ、砂、

スクレーパー、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるものとする。 

（削除） 

 

 

・通信障害発生時の

丁寧な周知広報

の実施に係る修

正 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 

・災害応急対策に従

事する航空機の

追加 

 

 

 

 

 

 

 

・豪雪地帯における

雪害対策の推進

に係る修正 
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修正前 修正後 備考 

るものとする。 

（11）道路管理者は、過去の車両の立ち往生や各地域の降雪の特性等を踏まえ、立ち

往生等の発生が懸念されるリスク箇所を予め把握し、予防的な通行規制区間を設

定するよう努めるものとする。 

（12）集中的な大雪に対しては、国、県、青森市及び高速道路事業者は人命を最優先

に幹線道路上における大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え

方として、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、予防的な通行規制を

行い、その旨を周知するとともに、集中的な除雪作業に努めるものとする。 

（13）熟練したオペレータの高齢化や減少等、地域に必要な除雪体制確保の課題に対

応するため、国、県及び青森市は、契約方式の検討を行うなど担い手となる地域

の建設業者の健全な存続に努めるものとする。 

 

４．捜索、救助・救急及び医療活動体制の整備 

 

 

 

 

 

 

１４．屋根雪等の処理 

屋根雪による事故を防ぐため、計画的な雪下ろしの奨励、            

                                       

                                       

      雪止め、防雪柵の設置及び屋根雪処理システム（耐雪構造システム、無

落雪システム、消・融雪システム）の普及を図る。 

 

 

 

（10）道路管理者は、過去の車両の立ち往生や各地域の降雪の特性等を踏まえ、立ち

往生等の発生が懸念されるリスク箇所を予め把握し、予防的な通行規制区間を設

定するよう努めるものとする。 

（11）集中的な大雪に対しては、国、県、  市及び高速道路事業者は人命を最優先

に幹線道路上における大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え

方として、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、予防的な通行規制を

行い、その旨を周知するとともに、集中的な除雪作業に努めるものとする。 

（12）熟練したオペレータの高齢化や減少等、地域に必要な除雪体制確保の課題に対

応するため、国、県及び  市は、契約方式の検討を行うなど担い手となる地域

の建設業者の健全な存続に努めるものとする。 

 

４．捜索、救助・救急及び医療活動体制の整備 

（3） 国・県・市及び高速道路事業者は、車両の滞留状況や開放の見通し等に関する

道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車

両の開放に長時間を要すると見込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を

構築し、滞留車両の乗員に対し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を

行うよう努めるものとする。 

 

１４．屋根雪等の処理 

屋根雪による事故を防ぐため、計画的な雪下ろしを奨励する。また、市は雪下ろし

中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故の防止を図るよう、除雪作業の危険性

と対応策を住民に示し、注意喚起に努めるほか、除排雪の安全を確保するための装備

を貸与する。雪止め、防雪柵の設置及び屋根雪処理システム（耐雪構造システム、無

落雪システム、消・融雪システム）の普及を図る。 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・豪雪地帯における

雪害対策の推進

に係る修正 

 

 

 

 

・豪雪地帯における

雪害対策の推進

に係る修正 
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修正前 修正後 備考 

第２節 火山災害対策 

第１．予防対策 

７．登山者等の安全確保 

（3） 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、

関係者との連絡手段の確保、登山届、登山計画書、登山カード等の積極的な提出

等の手段を講じるよう努めるものとする。 

 

 

第３章 災害復旧対策計画 

第１節 公共施設災害復旧 

４．災害復旧資金の確保（県危機管理局、東北財務局） 

 

第３節 被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画 

災害により被害を受けた地域における民生の安定のため、被災者の生活確保措置を

講じるものとする。 

 国、県及び市は、                              

                被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、被災者生

活再建支援金等の被災者支援に係る手続が円滑に行われるよう、デジタル化や先進技

術の導入に努めるものとする。 

 

４．生業資金の確保（県健康福祉部、市総務部、市福祉部、青森市社会福祉協議会） 

 災害により被害を受けた者に対し、早急に民生の安定を図るため、次の措置を講じ

る。 

（1） 生活福祉資金の貸付 

     実施機関：青森県社会福祉協議会 

     申込先：青森市社会福祉協議会 

（2） 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

第２節 火山災害対策 

第１．予防対策 

７．登山者等の安全確保 

（3） 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、

関係者との連絡手段の確保、登山届、登山計画書      等の積極的な提出

等の手段を講じるよう努めるものとする。 

 

 

第３章 災害復旧対策計画 

第１節 公共施設災害復旧 

４．災害復旧資金の確保（県総務部 、東北財務局） 

 

第３節 被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画 

災害により被害を受けた地域における民生の安定のため、被災者の生活確保措置を

講じるものとする。 

 国、県及び市は、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成・更新、避難所や避

難者の情報管理に係る手続のほか、被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、被災者生

活再建支援金等の被災者支援に係る手続が円滑に行われるよう、デジタル化や先進技

術の導入に努めるものとする。 

 

４．生業資金の確保（県健康福祉部、市総務部、市福祉部、青森市社会福祉協議会） 

 災害により被害を受けた者に対し、早急に民生の安定を図るため、次の措置を講じ

る。 

（1） 生活福祉資金の貸付 

     実施機関：青森県社会福祉協議会 

     申込先：青森市社会福祉協議会 

（2） 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・表記の修正 

 

 

 

 

・避難行動要配慮者

名簿の作成等へ

のデジタル技術

の導入促進に係

る修正 
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修正前 修正後 備考 

     実施機関：市、県 

     申込先：子育て支援課、東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室/福祉こども

総室 

 

５．生活再建の支援（国、県、市） 

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受け

た者に対し、国及び都道府県が拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給

する。 

 被災者が遺漏なく支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、   

                 見守り、相談の機会や被災者台帳等を活用した

きめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の特性

を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中

長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施する。併せて、自営業、農林水産業、

中小企業等に対する経営の維持・再生、起業等への支援策の充実も図る。 

 

12．被災者台帳の作成（県関係部局、市） 

 市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配

慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か

つ効率的な実施に努める。                           

                                

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市

の要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

     実施機関：市、県 

申込先：青森市福祉事務所、東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室/福祉こ 

ども総室 

 

５．生活再建の支援（国、県、市） 

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受け

た者に対し、国及び都道府県が拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給

する。 

 被災者が遺漏なく支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメントの実施等により、見守り、相談の機会や被災者台帳等を活用した

きめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の特性

を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中

長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施する。併せて、自営業、農林水産業、

中小企業等に対する経営の維持・再生、起業等への支援策の充実も図る。 

 

12．被災者台帳の作成（県関係部局、市） 

 市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配

慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か

つ効率的な実施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台

帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

 県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市

の要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・災害ケースマネジ

メント等による

被災者支援に係

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被災者台帳の作成

等へのデジタル

技術の活用に係

る修正 
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３ 地震・津波災害対策編 

修正前 修正後 備考 

目  次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  次 

第３章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項  

第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

第４節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

第５節 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関す 

る事項 

第６節 防災訓練に関する事項 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本海溝･千島海

溝周辺海溝型地

震防災対策推進

地域に指定され

たことから推進

計画を新たに追

加 
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修正前 修正後 備考 

第１章 災害応急対策計画 

第１節 青森市災害対策本部 

第２．青森市の防災組織 

１．防災組織の区分 

青森市の防災組織は、次の区分による。 

 

 

２．防災組織の設置・廃止 

防災組織は、次の基準により設置または廃止する。 

（1） 設置基準 

 

第１章 災害応急対策計画 

第１節 青森市災害対策本部 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 2節動員計画の

第 2配備態勢及び

市職員の動員計

画に集約（Ｐ7） 
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修正前 修正後 備考 

（2） 廃止基準 

市長は、災害が発生するおそれがなくなったと認めるとき、又は災害発生後に 

おける応急措置が完了したと認めるときは、本部を廃止する。 

 

３．設置場所 

防災組織は、青森市本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し使用できない場合

は、次の代替施設に設置するものとする。 

 

 

第３．防災組織の編成及び業務等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２．防災組織の編成及び業務等 

１．災害対策本部 

（4） 設置場所 

防災組織は、青森市本庁舎に設置する。ただし、本庁舎が被災し使用できない 

場合は、次の代替施設に設置するものとする。 

 

 

 

 

・第 2．防災組織の

編成及び業務等

の「1．災害対策本

部」（4）へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 1節青森市災害

対策本部の第 2.

青森市の防災組

織から移動 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．防災関係機関等との連携 

（1） 大規模災害等における国、県、防災関係機関等との連携 

大規模災害時における初動期（概ね発災後 72時間）の消火、救出、救助、救

護活動等を迅速かつ的確に行うため、防災関係機関等（ＤＭＡＴ、警察、消防、

自衛隊、海上保安部、国土交通省等）は相互に連携するものとし、人命救助を最

優先に人的・物的資源を最大限に活用するものとする。 

（2） 国、県、防災関係機関等からの情報連絡員（リエゾン）の派遣 

市災害対策本部には、自衛隊、海上保安部、県、東日本旅客鉄道株式会社、東

日本電信電話株式会社、日本赤十字社、東北電力株式会社などのライフライン事

業者等の国、県、防災関係機関等の情報連絡員（リエゾン）の派遣を求めること

ができる。また、国、県、防災関係機関等の情報連絡員（リエゾン）は、必要に

応じて、市災害対策本部会議に参画するものとする。 

（3） 消防応援活動調整本部 

緊急消防援助隊が出動した場合、消防組織法第 44条の２に基づき、消防応援

活動調整本部（本部長は知事、副本部長は県危機管理局消防保安課長及び本県に

出動した指揮支援部隊長）が設置され、消防の応援等の総合調整を行う。 

（4） 国の現地対策本部への情報連絡員の派遣等 

国の現地対策本部が設置された場合等において、情報共有の支援と状況認識の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に追加 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

２．災害対策連絡本部 

市長は、災害対策連絡本部の組織、運営を次により行う。 

（1） 災害対策連絡本部長は、市長   とし、連絡本部の事務を総括する。 

（2） 災害対策連絡副本部長は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、連絡本部長

を補佐する                       。 

（3） 災害対策連絡本部長の職務を代理する順序は、本部長が不在のときは危機管理

監が、本部長及び危機管理監がともに不在のときは副市長が、本部長、危機管理

監及び副市長が不在のときは総務部長が代理する。 

（4） 災害対策連絡本部員は、関係部長及び部長級の職員とし、所管する部の事務を

総括する。 

（5） 災害対策連絡本部の事務及び分掌、連絡本部員会議、連絡本部事務局について

は、災害対策本部に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一を図るため、必要に応じて情報連絡員を派遣するとともに、合同会議、連絡

会議、調整会議及び現地作業調整会議等を通じ、密接な連携を確保するものとす

る。 

 

３．警戒対策本部 

                            

（1） 警戒対策  本部長は、市長とし、対策本部の事務を総括する。 

（2） 警戒対策  副本部長は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、対策本部長 

を補佐するとともに、本部長不在のときはその職務を代理する。 

（3） 警戒対策  本部長の職務を代理する順序は、本部長が不在のときは危機管理

監が、本部長及び危機管理監がともに不在のときは副市長が、本部長、危機管理

監及び副市長が不在のときは総務部長が代理する。 

（4） 警戒対策  本部員は、関係部長及び部長級の職員とし、所管する部の事務を

総括する。 

（5） 警戒対策  本部の事務及び分掌、対策本部員会議、対策本部事務局について

は、災害対策本部に準じて行うものとする。 

（6） 設置、廃止及び通知・公表 

ア．設置基準 

   第１章第２節「動員計画」の「第２ 配備態勢及び市職員の動員計画」の

「１．配備態勢」の表中非常配備態勢１号の項に定めるとおり 

イ．廃止基準 

災害発生のおそれがなくなったと認めるとき、又は災害発生後における応急

措置が完了したと認めるとき 

ウ．設置及び廃止時の通知、公表 

警戒対策本部を設置したときは、必要に応じ通知および公表をする。 

警戒対策本部を廃止したときは、設置の場合に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

・防災組織の見直し

による修正 
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修正前 修正後 備考 

３．警戒対策本部 

市長は、警戒対策本部の組織、運営を次により行う。 

（1） 警戒対策本部長 は、市長   とし、警戒対策本部 の事務を総括する。 

（2） 警戒対策副本部長 は、危機管理監、副市長及び総務部長とし、警戒対策本部

長 を補佐する                      。 

（3） 警戒対策本部長の職務を代理する副本部長の順序は、本部長が不在のときは危

機管理監が、本部長及び危機管理監不在のときは副市長が、本部長、危機管理監

及び副市長がともに不在のときは総務部長が代理する。 

（4） 警戒対策本部員 は、関係部長及び部長級の職員とし、所管する部の事務を総

括する。 

（5） 上記のほか、災害の規模、態様等に応じて警戒本部長が必要と認めたときは、

部または班を追加する。 

（6） 警戒対策本部の事務及び分掌、警戒対策本部員会議、警戒対策本部事務局につ

いては、災害対策本部に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．現地災害対策本部 

 

 

 

 

４．災害情報連絡室 

                          

（1） 災害情報連絡室長は、危機管理監とし、災害情報連絡室の事務を総括する。 

（2） 災害情報連絡副室長は、危機管理課長         とし、災害情報連絡

室長を補佐するとともに、室長不在のときはその職務を代理する。 

（削除） 

 

 

（3） 災害情報連絡室員は、災害情報連絡室長が指示した課の災害対策要員と    

 する。 

（削除） 

 

（4） 災害情報連絡室の勤務体制は、各課の執務室を基本とし、災害情報等の収集・

共有、応急対策を実施する。         

（5）設置、廃止 

ア．設置基準 

第１章第２節「動員計画」の「第２ 配備態勢及び市職員の動員計画」の「１．

配備態勢」の表中警戒配備態勢の項に定めるとおり 

 イ．廃止基準 

災害発生のおそれがなくなったと認めるとき、又は災害発生後における応急措

置が完了したと認めるとき 

 

５．現地災害対策本部 

 

 

 

 

・防災組織の見直し

による修正 
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修正前 修正後 備考 

第２節 動員計画 

第２ 配備体制及び市職員の動員計画 

１．配備体制 

（1） 配備体制の指示 

本部長（市長） は、災害の規模、態様等に応じ、警戒配備体制または非常配 

  備体制（１号～３号）を指示する。 

（2）       配備基準 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 動員計画 

第２ 配備態勢及び市職員の動員計画 

１．配備態勢 

（1） 配備態勢の指示 

本部長（市長）等は、災害の規模、態様等に応じ、警戒配備態勢または非常配 

備態勢（１号、２号）を指示する。 

（2） 配備態勢及び配備基準 

  

 

・配備態勢ごとの配

備基準及び設置

組織等を集約し

て記載 

 

 

（表差替） 
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修正前 修正後 備考 

（3） 配備要員・実施内容 

 

 

２．職員の動員 

 災害対策本部が設置された場合は、全職員が登庁して対処する。 

ただし、災害状況により、本部長の指示により動員の規模を縮小できる。 

なお、本部長（市長）の配備体制の指示に基づく、市職員の動員は次によるものと

する。 

（1） 動員の方法 

ア．勤務時間内 

各配備要員は、所属長の指示により、又は上記１．（２）「      配備基

準」のうち「自動配備」に該当する事態の発生を知ったときは所属長に報告をし

たのち、直ちに所定の配備につき、必要な措置を講じるものとする。 

（3） 配備要員・実施内容 

 

 

 

 

 

 

２．職員の動員 

                               

                                  

   本部長（市長）の配備体制の指示に基づく、市職員の動員は次によるものと

する。 

（1） 動員の方法 

ア．勤務時間内 

各配備要員は、所属長の指示により、又は上記１．（２）「配備態勢及び配備基

準」         に該当する事態の発生を知ったときは所属長に報告をし

たのち、直ちに所定の配備につき、必要な措置を講じるものとする。 

 

・配備態勢の見直し

による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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イ．勤務時間外 

（ア）各配備要員は、上記１．（２）「      配備基準」のうち「自動配備」

に該当する事態の発生を知ったときは、市長（又は所属長）から配備体制の指

示があったものとして、直ちに所定の配備につき、必要な措置を講じるものと

する。 

（イ）上記１．（２）「配備基準」のうち「自動配備」以外の動員は、次の伝達系統

により指示するものとし、指示を受けた配備要員は、直ちに指定場所に参集し、

必要な措置を講じるものとする。 

 

５．複合災害対策 

（1） 方針 

地震・津波、風水害等、原子力災害等の複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、災害応急対策が困難となる事象をいう。）の発生の可能性を認識し、

備えを充実するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．勤務時間外 

（ア）各配備要員は、上記１．（２）「配備態勢及び配備基準」          

に該当する事態の発生を知ったときは、市長（又は所属長）から配備体制の指

示があったものとして、直ちに所定の配備につき、必要な措置を講じるものと

する。 

（イ）上記                   以外の動員は、次の伝達系統

により指示するものとし、指示を受けた配備要員は、直ちに指定場所に参集し、

必要な措置を講じるものとする。 

 

５．複合災害対策 

（1） 方針 

地震・津波、風水害等、原子力災害等の複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、災害応急対策が困難となる事象をいう。）の発生 可能性を認識し、

備えを充実するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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第３節 津波警報・地震情報等の収集及び伝達 

第２．情報の種類と発表基準 

１．情報の種類と発表基準 

 

 

２．地震関係情報 

（1）緊急地震速報 

ア．緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された

場合に、震度４以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速

第３節 津波警報・地震情報等の収集及び伝達 

第２．情報の種類と発表基準 

１．情報の種類と発表基準 

 

 

２．地震関係情報 

（1）緊急地震速報 

ア．緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された

場合に、震度４以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速

 

 

 

 

・気象台からの意見

による修正 
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報で用いる区域）に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。なお、震度６弱以

上の揺れ                を予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置付けられる。 

 

 

 

 

 

（2） 地震情報 

気象庁及び青森地方気象台は、次により地震及び津波に関する情報を発表する。 

地震情報の種類、発表基準及び内容 

 

報で用いる区域）に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。なお、震度６弱以

上の揺れ、または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置付けられる。 

（2） 北海道・三陸沖後発地震注意情報 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、北海道・三陸沖後発地震注意情

報が発信された場合の対応については、第３章第５節「北海道・三陸沖後発地震

注意情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項」に定めるところに

準じる。 

（3） 地震情報 

気象庁及び青森地方気象台は、次により地震及び津波に関する情報を発表する。 

地震情報の種類、発表基準及び内容 

 

 

・気象台からの意見

による修正 

・北海道･三陸沖後

発地震注意情報

への対応等に係

る修正 

 

 

 

・気象台からの意見

による修正 
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（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」 

と「各地の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。 

気象庁ホームページでは「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関 

する情報」について、どちらかの発表基準に達した場合に両方の情報を発表し 

ている。 

 

第３．情報の伝達及び必要な措置 

１．青森市の伝達系統 

（1） 情報等の伝達 

イ．青森市域に関わる次の津波警報・地震情報等を受領した総務部危機管理課長又

は宿日直員（本庁舎守衛）は、直ちに各部、各機関の筆頭課長に伝達するものと

する。 

 

（4） 津波警報等及び地震情報等の伝達系統 

  津波警報等及び地震情報等の伝達系統は、おおむね次のとおりとする。 

【伝達系統】 

  

（削除） 

 

 

 

 

 

第３．情報の伝達及び必要な措置 

１．青森市の伝達系統 

（1） 情報等の伝達 

イ．青森市域に関わる次の津波警報・地震情報等を受領した総務部危機管理課長  

            は、直ちに各部、各機関の筆頭課長に伝達するものと

する。なお、宿日直員（本庁舎守衛）が受領した場合は、直ちに総務部危機管理

課長に伝達する。 

（4） 津波警報等及び地震情報等の伝達系統 

  津波警報等及び地震情報等の伝達系統は、おおむね次のとおりとする。 

【伝達系統】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤務時間外に宿日

直員が受領した

場合の伝達先の

修正 

 

 

・記載の適正化 

（表差替） 
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第４節 情報収集及び被害等報告 

第２．情報の収集、伝達 

２．災害が発生し、又は拡大するおそれがある段階 

（2） 被害状況の報告等 

ア．消防部通信指令班（通信指令課）は、119 番通報が殺到する状況等の情報を県

（防災危機管理課）及び国（消防庁応急対策室）に報告する。 

 

県（防災危機管理課） 

  

 

国（消防庁応急対策室） 

  

 

 

 

第４節 情報収集及び被害等報告 

第２．情報の収集、伝達 

２．災害が発生し、又は拡大するおそれがある段階 

（2） 被害状況の報告等 

ア．消防部通信指令班（通信指令課）は、119 番通報が殺到する状況等の情報を県

（防災危機管理課）及び国（消防庁応急対策室）に報告する。 

 

県（防災危機管理課） 

  

 

国（消防庁応急対策室） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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ウ．被害報告区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 避難 

第７．指定避難所の開設 

本部長（市長）は、避難指示等を決定したとき、又は住民の自主避難を覚知したと

きは、津波、洪水、高潮、土砂災害等の危険性に十分配慮しつつ、直ちに指定避難所

を開設するとともに住民等に対して周知徹底を図る。なお、開設に先立ち、開設予定

の指定避難所やそこへ至る経路が被害を受けていないかなどを確認するとともに、避

難者を受入れた後も周辺の状況に注意して安全性の確認を行う。          

                                       

      

ウ．総務部危機管理班長（総務部危機管理課長）は、各部より報告された被害状況

のとりまとめ結果及び次の状況を県（防災危機管理課）に総合防災情報システム

等により報告する。 

   （ア）人命危険の有無及び人的被害（行方不明者の数を含む。）の発生状況 

   （イ）火災等の二次災害の発生状況、危険性 

   （ウ）避難の必要の有無及び避難の状況 

   （エ）市民の動向 

   （オ）その他、災害の発生拡大防止措置上必要な事項 

（カ）特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情

報であるため、県警察関係機関の協力に基づき正確な情報収集に努める。

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行ってい

ることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は、県（外国人のうち、

旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在

京大使館等）に連絡するものとする。 

（キ）要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力

を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

 

第７節 避難 

第７．指定避難所の開設 

本部長（市長）は、避難指示等を決定したとき、又は住民の自主避難を覚知したと

きは、津波、洪水、高潮、土砂災害等の危険性に十分配慮しつつ、直ちに指定避難所

を開設するとともに住民等に対して周知徹底を図る。なお、開設に先立ち、開設予定

の指定避難所やそこへ至る経路が被害を受けていないかなどを確認するとともに、避

難者を受入れた後も周辺の状況に注意して安全性の確認を行う。また、避難所を開設

した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を県

に報告する。 

・市町村地域防災計

画修正の手引き

を参考に追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・救助活動の効率

化･円滑化に向け

た安否不明者の

迅速な絞り込み

に係る修正 

 

 

 

 

 

・支援の強化に向け

た情報共有の徹

底に係る修正 
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避難者の受入に当たっては、対象者数、指定避難所の受入能力、受入期間を考慮し

避難者を割り当てるとともに、指定避難所ごとの避難者の情報の把握に努める。なお、

感染症発生を考慮し、指定避難所の収容人員に制限が必要な場合等においては、指定

避難所が密になる状況を避けるため、避難者を分散させて割り当てるとともに、必要

に応じて他の安全な指定避難所への誘導、案内等を行うよう努める。必要があれば、

あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として

開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努

めるものとする。 

学校が指定避難所にあてられた場合、校長は学校管理に必要な職員を確保し、本部

長（市長）の避難対策に協力する。 

要配慮者に配慮して、必要に応じて福祉避難所を開設する。被災地以外の地域にあ

るものを含め、社会福祉施設等を福祉避難所としたり、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、まん延防止等の必要な措置

を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、

保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 

 

６．指定避難所の運営管理 

（3） 指定避難所の管理責任者は、指定避難所における情報の伝達、食料・飲料水の

給付、清掃等について、避難者、市民、自主防災組織、避難所運営について専門

性を有した           外部支援者等の協力が得られるように努め

る。 

（7） 在宅避難者や、やむを得ない理由により指定避難所に滞在できない車中・テン

ト泊等の被災者の所在地、ニーズ等の情報の早期把握に努めるとともに、必要な

物資の配布、保健医療  サービスの提供、様々な方法による情報の提供等必要

な支援の実施に努める。特に車中泊の被災者に対しては、深部静脈血栓症/肺塞栓

避難者の受入に当たっては、対象者数、指定避難所の受入能力、受入期間を考慮し

避難者を割り当てるとともに、指定避難所ごとの避難者の情報の把握に努める。また、

感染症発生を考慮し、指定避難所の収容人員に制限が必要な場合等においては、指定

避難所が密になる状況を避けるため、避難者を分散させて割り当てるとともに、必要

に応じて他の安全な指定避難所への誘導、案内等を行うよう努める。必要があれば、

あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として

開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努

めるものとする。 

学校が指定避難所にあてられた場合、校長は学校管理に必要な職員を確保し、本部

長（市長）の避難対策に協力する。 

要配慮者に配慮して、必要に応じて福祉避難所を開設する。被災地以外の地域にあ

るものを含め、社会福祉施設等を福祉避難所としたり、民間賃貸住宅、旅館・ホテル

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、まん延防止等の必要な措置

を講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、

保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 

 

６．指定避難所の運営管理 

（3） 指定避難所の管理責任者は、指定避難所における情報の伝達、食料・飲料水の

給付、清掃等について、避難者、市民、自主防災組織、避難所運営について専門

性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者等の協力が得られるように努め

る。 

（7） 在宅避難者や、やむを得ない理由により指定避難所に滞在できない車中・テン

ト泊等の被災者の所在地、ニーズ等の情報の早期把握に努めるとともに、必要な

物資の配布、保健医療福祉サービスの提供、様々な方法による情報の提供等必要

な支援の実施に努める。特に車中泊の被災者に対しては、深部静脈血栓症/肺塞栓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部支援者の例示

を記載 

 

 

・災害ケースマネジ

メント等による



79 

修正前 修正後 備考 

症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防のため、健康相談や保健指導を実

施する。 

（10）指定避難所の運営に関し、被災者が相互に助け合う自主的な組織が主体的に関

与する運営に早期に移行できるよう、その支援に努める。           

                                       

                         

 

第１６節 応急住宅供給 

第２．既存住宅ストックの活用 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相

談体制の整備、修理業者の周知等支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存   

ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早

期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合に

は、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するも

のとする。なお、建設型応急住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するもの

とする。 

 

第１８節 障害物除去 

第１．実施責任者等 

１．実施責任者 

 

 

 

第２．障害物の除去 

 

 

 

症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防のため、健康相談や保健指導を実

施する。 

（10）指定避難所の運営に関し、被災者が相互に助け合う自主的な組織が主体的に関

与する運営に早期に移行できるよう、その支援に努める。この際、避難生活支援

に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全

体で避難者を支えることができるよう留意する。 

 

第１６節 応急住宅供給 

第２．既存住宅ストックの活用 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相

談体制の整備、修理業者の周知等支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存住宅

ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早

期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合に

は、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するも

のとする。なお、建設型応急住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するもの

とする。 

 

第１８節 障害物除去 

第１．実施責任者等 

１．実施責任者 

（3） 海上における障害物の除去は、第二管区海上保安部（青森・八戸海上保安部）

及び港湾・漁港管理者が行う。 

 

第２．障害物の除去 

３．海上における障害物の除去 

（1） 第二管区海上保安部（青森・八戸海上保安部）及び港湾・漁港管理者は、港内又

は海上に漂流物、沈没物、軽石、その他の航路障害物がある場合は、直ちに必要

被災者支援に係

る修正 

 

・多様な主体と連携

した被災者支援

について追加 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・航路等の障害物除

去について追加 
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第２０節 医療、助産及び保健 

第６．応援協力関係 

本部長（市長）は、市内の医師等をもってしても医療、助産及び保健の実施が困難

な場合、医療、助産及び保健の実施又はこれに要する人員及び資機材の確保について、

災害時における青森県市町村相互応援に関する協定に基づき、応援を県に要請するほ

か、知事へ自衛隊の災害派遣（助産を除く。）や、必要に応じて災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）や災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を含め応援を要請する。 

また、市は、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な情報について、市

を応援する県保健医療  現地調整本部員等と情報連携することとし、県は、県保健

医療  現地調整本部員等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整

理及び分析を行い、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整について

県保健医療  現地調整本部及び県保健医療  調整本部にて行うこととする。 

市は県と連携し、災害時を想定した情報の共有、整理及び分析等の保健医療  活

動の実施体制の整備に努めるものとする。 

 

 

第２７節 被災建築物等の応急危険度判定及び被災宅地の危険度判定 

第１．実施責任者等 

２．実施担当 

 

な応急措置（航行警報、安全通信の放送、応急標識の設置等）をとるとともに、

その物件の所有者又は占有者に対し、その場所が港内又は港の境界付近のときは

除去を命じ、その他の海域にあっては除去の勧告を行う。 

（2） 港湾・漁港管理者は、船舶の航行が危険と認められる場合は、国に報告する。

なお、所有者又は占有者が不明の場合は、関係機関が連携し、除去する。 

 

 

第２０節 医療、助産及び保健 

第６．応援協力関係 

本部長（市長）は、市内の医師等をもってしても医療、助産及び保健の実施が困難

な場合、医療、助産及び保健の実施又はこれに要する人員及び資機材の確保について、

災害時における青森県市町村相互応援に関する協定に基づき、応援を県に要請するほ

か、知事へ自衛隊の災害派遣（助産を除く。）や、必要に応じて災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）や災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を含め応援を要請する。 

また、市は、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な情報について、市

を応援する県保健医療福祉現地調整本部員等と情報連携することとし、県は、県保健

医療福祉現地調整本部員等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整

理及び分析を行い、救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整について

県保健医療福祉現地調整本部及び県保健医療福祉調整本部にて行うこととする。 

市は県と連携し、災害時を想定した情報の共有、整理及び分析等の保健医療福祉活

動の実施体制の整備に努めるものとする。 

 

 

第２７節 被災建築物等の応急危険度判定及び被災宅地の危険度判定 

第１．実施責任者等 

２．実施担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害ケースマネジ

メント等による

被災者支援に係

る修正 
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第３２節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第２．応急措置の容量 

［Ⅴ．電気通信設備応急措置］ 

14．広報  

災害が発生した場合は、通信のそ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通

信設備等の応急復旧の状況                           

                                       

               を広報するなど、通信のそ通ができないことによる

社会不安の解消に努める。 

 

 

第３８節 航空機運用 

県は、大規模災害時において、航空機（ヘリコプター及び固定翼機）       

 を保有する防災関係機関相互の連携体制の確立を図るとともに、航空機等の安全運

航及び効率的な運用調整を行うことから、必要な情報提供を行う。 

 

 

 

  

 

 

第３２節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 

第２．応急措置の容量 

［Ⅴ．電気通信設備応急措置］ 

14．広報  

災害が発生した場合は、通信のそ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通

信設備等の応急復旧の状況や見通し、代替的に利用可能な通信手段等について、関係

機関及び市民に対してわかりやすく情報提供（ホームページのトップページへの掲載、

地図による障害エリアの表示等）   するなど、通信のそ通ができないことによる

社会不安の解消に努める。 

 

 

第３８節 航空機運用 

県は、大規模災害時において、航空機（ヘリコプター及び固定翼機）及び無人航空

機を保有する防災関係機関相互の連携体制の確立を図るとともに、航空機等の安全運

航及び効率的な運用調整を行うことから、必要な情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通信障害発生時の

丁寧な周知広報

の実施に係る修

正 

 

 

 

・災害応急対策に従

事する航空機の

追加 

 



82 

修正前 修正後 備考 

第２章 災害復旧対策計画 

第１節 公共施設災害復旧 

４．災害復旧資金の確保（県危機管理局、東北財務局） 

 

第３節 被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画 

災害により被害を受けた地域における民生の安定のため、被災者の生活確保措置を

講じるものとする。 

 国、県及び市は、                              

                 被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、被災者

生活再建支援金等の被災者支援に係る手続きが円滑に行われるよう、デジタル化や先

進技術の導入に努めるものとする。 

 

４．生業資金の確保（県健康福祉部、市総務部、市福祉部、青森市社会福祉協議会） 

 災害により被害を受けた者に対し、早急に民生の安定を図るため、次の措置を講じ

る。 

（1） 生活福祉資金の貸付 

     実施機関：青森県社会福祉協議会 

     申込先：青森市社会福祉協議会 

（2） 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

     実施機関：市、県 

     申込先：子どもしあわせ課、東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室/福祉こ

ども総室 

第３章 災害復旧対策計画 

第１節 公共施設災害復旧 

４．災害復旧資金の確保（県総務部 、東北財務局） 

 

第３節 被災者に対する生活保障・生活再建支援に関する計画 

災害により被害を受けた地域における民生の安定のため、被災者の生活確保措置を

講じるものとする。 

 国、県及び市は、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成・更新、避難所や避

難者の情報管理に係る手続きのほか、被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、被災者

生活再建支援金等の被災者支援に係る手続きが円滑に行われるよう、デジタル化や先

進技術の導入に努めるものとする。 

 

４．生業資金の確保（県健康福祉部、市総務部、市福祉部、青森市社会福祉協議会） 

 災害により被害を受けた者に対し、早急に民生の安定を図るため、次の措置を講じ

る。 

（1） 生活福祉資金の貸付 

     実施機関：青森県社会福祉協議会 

     申込先：青森市社会福祉協議会 

（2） 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

     実施機関：市、県 

申込先：青森市社会福祉事務所、東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室/福 

祉こども総室 

 

５．生活再建の支援（国、県、市） 

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受け

た者に対し、国及び都道府県が拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給

する。 

 

 

・表記の修正 

 

 

 

 

・避難行動要配慮者

名簿の作成等へ

のデジタル技術

の導入促進に係

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 被災者が遺漏なく支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメントの実施等により、見守り、相談の機会や被災者台帳等を活用した

きめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の特性

を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中

長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施する。併せて、自営業、農林水産業、

中小企業等に対する経営の維持・再生、起業等への支援策の充実も図る。 

 

12．被災者台帳の作成（県関係部局、市） 

 市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配

慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か

つ効率的な実施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台

帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

 県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市

の要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害ケースマネジ

メント等による

被災者支援に係

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被災者台帳の作成

等へのデジタル

技術の活用に係

る修正 
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第３章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

 

１．推進計画の目的 

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成 16年４月２日法律第 27号。以下「特別措置法」という。）第５条

第２項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域につい

て、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難

の確保及び迅速な救助に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震

防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震

防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

２．推進地域 

特別措置法第３条に基づき指定された青森県の推進地域は次表のとおりである。 

【令和４年 10月３日内閣府告示第 99号】 

 

３．防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

本市の地域に係る地震防災に関し、市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施

設の管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱は、青

森市地域防災計画【総則・災害予防計画編】第１章第５節「青森市及び防災関係機関

等の処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。 

 

 

 

・日本海溝･千島海

溝周辺海溝型地

震防災対策推進

地域に指定され

たことから推進

計画を新たに追

加 

 

 

青森市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、東津軽郡、

西津軽郡、北津軽郡中泊町、上北郡、下北郡、三戸郡五戸町、同郡南部町及び 

同郡階上町の区域 
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修正前 修正後 備考 

 

 

 

 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

各施設等の整備については、次の施設ごとに掲げる事項に留意しながら計画的な整

備に努めるものとする。 

なお、施設等の整備は概ね五箇年を目途として行うものとし、具体的な事業施行等

に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮さ

れるよう整備の順序及び方法について考慮するものとする。 

 

１．建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化 

（1） 建築物の耐震化の推進 

住宅やオフィス等の耐震化を進めるために、個々の建築物の所在地が認識可能

となる程度に詳細なハザードマップを作成・公表し、耐震化の必要性について広

く周知を図るほか、緊急輸送道路沿いの建築物所有者などに対して、耐震診断を

行い必要に応じて耐震改修に努めるよう指導・助言する。 

（2） 耐震化を進めるための環境整備 

住民や所有者等が耐震化の必要性を認識するために、建築物やその耐震性に関

する情報の開示・提供を充実させるとともに、耐震改修に関するアドバイス等の

サービス強化や分かりやすいマニュアル策定等、耐震化の促進支援策の充実を図

る。 

また住宅や多数の人が利用する建築物に対する耐震改修の助言等、耐震化促進

のための制度の確実な運用を進める。 

（3） 公共施設等の耐震化 

市及び関係事業者は、庁舎、学校、病院、公民館、駅等様々な応急対策活動や指

定避難所となりうる公共施設等の耐震化について数値目標を設定するなど、その

耐震化の促進を図る。 

（4） 建築物の不燃化 

地震時における火災の発生を抑えるため、建築物の不燃化を促進する。 

（5） 公共施設等の耐浪化 
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市及び関係事業者は、地震発生時に縦横な役割を担う行政関連施設、学校、要

配慮者に関わる社会福祉施設や医療施設等の施設の耐浪化を推進する。 

 

２．土砂災害防止施設 

別途、整備事業計画を第６次地震防災緊急事業五箇年計画に定める。 

 

３．津波防護施設 

別途、整備事業計画を第６次地震防災緊急事業五箇年計画に定める。 

 

４．避難場所、避難経路 

想定された津波到達時間や浸水域に基づいた指定緊急避難場所の計画的整備、耐震

性・耐浪性や浸水深を考慮した上で、建築物を指定緊急避難場所に指定するいわゆる

津波避難ビルの活用等により、各地域における指定緊急避難場所を早急に確保する。 

また、指定緊急避難場所、避難路の確保にあたっては、背後地が急峻であるなど地

形的に避難が困難な地域や、高齢化の進んだ避難困難者の多い地域等への優先的な指

定・整備にも配慮する。その際、土砂災害危険箇所の防災対策との連携に配慮した避

難路整備を図る。 

なお、積雪寒冷地であることを踏まえ、屋内空間を備えた避難場所を必要に応じて

整備するとともに、積雪等に配慮した避難路の整備を行い、冬期においては、避難路

の積雪や凍結によって避難が困難となることが予想されるため、避難路の除雪・防雪・

凍結防止対策等を強化する。 

 

５．避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

別途、整備事業計画を第６次地震防災緊急事業五箇年計画に定める。 

 

６．緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港 

別途、整備事業計画を第６次地震防災緊急事業五箇年計画に定める。 
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７．通信施設 

市その他防災関係機関は第３節の２に定める情報の収集及び伝達計画に従い、地震

防災応急対策を実施するため必要な通信施設を青森市地域防災計画【総則・災害予防

計画編】第２章第２部第２節「防災業務施設・設備等の整備」の「第３．通信施設・設

備等」に準じて整備する。 

 

８．緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地 

石油コンビナート等特別防災区域に係る市及び特定事業所は、緩衝地帯としての緑

地、広場その他の公共空地の整備を行う。 

 

９．その他の事業 

 

 

第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

１．津波からの防護 

津波による被害の想定を踏まえ、堤防や防波堤等の津波防護機能を有する施設の早

急な整備・点検を行い、整備が不足している地域や、老朽化が進み耐震性・耐浪性の

観点から補強・更新が必要な施設においては、津波防護機能を有する施設の新設や既

存施設の耐震化、嵩上げ、更新、海岸防災林の整備等を計画的に実施する。 

また、閉門作業の自動化や遠隔操作が可能な水門等の整備を進めるとともに、冬期

の積雪等の影響下においても確実に作動する水門等の整備に努める。 

堤防、水門等の管理者は、次の方針・計画等に基づき、各種整備等を行うものとする。 

（1） 堤防、水門等の点検方針・計画 

（2） 堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等の方針・計画 

（3） 積雪寒冷地において、冬季においても水門等が確実に作動するよう配慮した対

策 

（4） 水門等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平時の管理方法 
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（5） 内水排除施設等の管理上必要な操作、非常用電源の準備、点検その他所要の被

災防止措置 

（6） 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時離着陸場の

整備の方針及び計画 

 

２．津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達に係る関係者の連絡体制は次のとおり。 

（1） 市内部及び関係機関相互間の伝達体制 

第１章第１節「市災害対策本部」及び第１章第２節「配備態勢」に準じる。 

（2） 防災関係機関、地域住民等及び船舶に対する伝達体制 

第１章第３節「津波警報等・地震情報等の収集及び伝達」に準じるものとし、

光ネットワーク等を活用した映像等による災害情報の伝達・収集システムの構築、

バイクの活用、ヘリコプター衛星通信等の実用化を検討し、可能なものから実施

し、迅速かつ的確な津波警報等の提供に努める。 

また、沿岸地域の孤立への対応のため、発災時における地域内の集落の把握に

努め、津波により孤立する可能性がある集落等において、衛星携帯電話、市防災

行政無線、地域防災無線、簡易無線機等被災時に外部との通信確保に向けた備え

の強化を図るほか、これらの設備が停電により使用できなくなることも想定して、

通信設備用の非常用電源の確保に努める。 

ア．提供された津波警報等を居住者及び一時滞在者等、全員にもれなく伝達する

ため、情報提供伝達手段の多様化及び即時伝達等により、全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等の確実な伝達を図る。 

イ．生活の中での様々な場面で津波警報等が得られるように、テレビ、ラジオ（コ

ミュニティＦＭ放送含む。）、インターネット、携帯電話（緊急速報メール機能

を含む。）、ＦＡＸ、ワンセグ等の多様な情報提供環境の整備を進める。 

ウ．携帯電話、路側放送、道路情報板等により、走行中の車両や運航中の列車、船

舶等へも津波警報等を迅速に提供する仕組みの導入を図る。 
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エ．外国人や聴覚障害者、視覚障害者等にも津波警報等が的確に伝わるように、

多言語での音声放送や文字放送等の情報提供方法の充実を図る。 

オ．対応マニュアルの整備、訓練の実施等により対応能力の向上を図る。 

（3） 管轄区域内の被害状況の情報収集体制 

第１章第４節「情報収集及び被害等報告」に準じる。 

 

３．地域住民等の避難行動等 

市は、避難対象地域内の住民等が、津波襲来時に的確な避難を行うことができるよ

う、第１章第７節「避難」に準じて、次のとおり取り組むこととする。 

（1） 避難対象地域 

最大クラスの津波により浸水が想定される区域（津波防災地域づくりに関する

法律第 53条第１項の規定に基づき県が指定した津波災害警戒区域） 

（2） 避難方法 

青森市津波避難計画にある地区ごとの避難方法や避難場所、避難経路等を示し

た基本的な避難行動によるものとする。 

（3） 避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策 

冬期間における災害に備え、地域住民等が迅速かつ適切な避難行動をとること

ができるよう、適切な除排雪の実施に努めるものとする。 

（4） 住民等の備え 

避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方

法等を平常時から確認しておき、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう

努めるべきものとする。 

（5） 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」とい

う。）のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保

を図るため、特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）の避難支援

等 

要配慮者等への避難支援として、災害発生時等は町会及び町内会、防災ボラン
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ティア等の協力を得て、要配慮者に対する災害広報に努めるほか、青森市地域防

災計画【総則・災害予防計画編】第２章第４部第２節「要配慮者等安全確保対策」

に準じる。 

（6） 外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等 

外国人住民、訪日外国人を含む観光客等の避難誘導については、多様な手段を

活用し、災害情報や避難情報を伝達するとともに、国際交流協会等の協力を得て、

避難誘導等の避難対策を実施するものとする。 

また、日頃から、国際交流協会等と協力し、言語、生活習慣、防災意識の異なる

外国人が孤立せず、迅速かつ的確な対応ができるよう、外国人に対し津波対策の

周知に努めるものとする。 

 

４．避難場所及び避難所の運営・安全確保 

市は、避難場所及び避難所の運営・安全確保に、第１章第７節「避難」に準じて取

り組む。 

 

５．意識の普及・啓発 

市は、地域住民等が、「自らの命は自らが守る」という早期避難への意識を持ち、そ

の意識を持続的に共有し、津波襲来時に円滑かつ迅速な避難を行うことができるよう、

必要に応じて積雪寒冷地特有の課題に配慮された内容により、ハザードマップや津波

避難計画を作成・変更し、周知を行う。 

 

６．消防機関等の活動 

（1） 市は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講じる措

置について、次の事項を重点としてその対策を定めるものとする。 

ア．津波警報等の情報の的確な収集・伝達 

イ．津波からの避難誘導 

ウ．土のう等による応急浸水対策 
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エ．自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

オ．津波到達予想時間等を考慮した退避ルートの確立 

（2） 上記（１）に掲げる措置を実施するために必要な動員、配備及び活動計画は、

市消防計画に定めるところによる。 

（3） 地震が発生した場合は、水防管理団体等は、次のとおり措置をとるものとする。 

ア．所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

イ．水門及び防潮扉等の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

ウ．津波に備え、水防資機材の点検、整備、配備 

 

７．水道、電気、ガス、通信、放送関係 

各防災関係機関は、積雪寒冷地であることに配慮した津波からの防護及び円滑な避

難の確保のために実施すべき事項について、その対策を明示する。 

（1） 水道 

水道事業者、水道用水供給事業者は、地域住民等の津波からの円滑な避難を確

保するため、水道管の破損等による二次災害を軽減させるための措置について定

める。 

（2） 電気 

ア．津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、積雪寒冷地の医療

施設や避難所等での防寒対策及び夏季の熱中症対策に重要であることを踏ま

え、優先的に電力を必要とする重要施設をあらかじめ選定し、電力事業者と共

有する。 

イ．東北電力株式会社（青森支店）、東北電力ネットワーク株式会社（青森支社）

は、津波からの円滑な避難を確保するため、津波警報等の迅速確実な伝達や避

難時の照明の確保等が必要なことから、冬期においても確実に電力が供給でき

るよう、また、機能が停止した場合でも早期に復旧できるよう電力供給のため

の体制確保等必要な措置を講じる。 

（ア）二次災害の予防措置 
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ａ 災害の拡大防止 

移動無線、保安電話などによる連絡体制の強化を図るとともに、的確な初期

対応により被害の拡大防止を図る。 

ｂ 危険予防 

災害時においても、電力供給継続を原則とするが、警察・消防機関等から要

請があった場合には、送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

（イ）広報 

津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止に必要な利

用者によるブレーカーの解放等の措置に関する広報を実施する。 

また、被害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の事項につい

てテレビ、ラジオ、新聞等を通じて広報を行うほか、広報車等により直接当

該地域への周知を図る。 

ａ 停電に関する広報 

停電による社会不安除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況について広

報を行う。 

ｂ 公衆感電事故防止に関する広報 

公衆感電事故を防止するため、特に次の事項について広報を行う。 

ⅰ 無断昇柱、無断工事をしないこと 

ⅱ 電柱の倒壊折損、電線の断線垂下等の設備の異常を発見した場合は、速

やかに東北電力株式会社青森支店、東北電力ネットワーク株式会社青森支

社に通報すること 

ⅲ 断線垂下している電線に絶対触らないこと 

ⅳ 送・配電線及びその他の電気工作物に接近している樹木を伐採するとき

は、速やかに東北電力株式会社青森支店、東北電力ネットワーク株式会社

青森支社に連絡すること 

（3） ガス 

青森ガス株式会社、八戸ガス株式会社及び一般社団法人青森県エルピーガス協
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会は、第１章第３２節の第２のⅡに準じるほか、特に次の措置を講じる。 

ア．ガス事業の管理者等については、津波からの円滑な避難を確保するため、

火災等の二次災害防止のための利用者によるガス栓閉止、液化石油ガスボン

ベの転倒防止等必要な措置に関する広報を実施する。 

イ．災害時における混乱を防止し、被害を最小限に食い止めるため、必要があ

る場合は、需要者及び住民に対し、広報車等により災害に関する各種の情報を

広報する。 

（4） 通信 

指定公共機関である東日本電信電話株式会社（青森支店）、エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社及びＮＴＴドコモ東北は、第１章第３２節の第２

のⅤに準じるほか、特に次の措置を講じる。 

ア．津波警報等の情報を確実に伝達するため、電源の確保（非常用電源を含む。）

に万全を期する。 

イ．地震発生後に通信が輻輳した場合の対策等の措置を講じる。 

（5） 放送 

日本放送協会（青森放送局）、青森放送株式会社、株式会社青森テレビ、青森朝

日放送株式会社、株式会社エフエム青森は、第１章第３２節の第２のⅥに準じる

ほか、特に次の措置を講じる。 

ア．放送は、居住者等及び観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のために不

可欠なものであるため、大きな揺れを感じたときは、津波に対する避難が必

要な地域の居住者等及び観光客等に対して、津波警報等が発表される前であ

っても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警報等の正確かつ迅速

な報道に努める。 

イ．県、市その他の防災関係機関と協力し、観光客等が津波からの円滑な避難

活動を行うために必要な情報の提供に努める。 

ウ．発災後も円滑な放送を継続できるよう、あらかじめ必要な要員の配置、施

設等の緊急点検その他の被災防止措置を講じ、その具体的内容を定めておく。 
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８．交通 

（1） 道路 

ア．交通規制 

県警察及び道路管理者は、津波の襲来により危険度が高いと予想される区間

及び避難経路として使用されることが想定される区間について、交通規制の内

容を事前に周知する。なお、必要に応じ隣接する県警察との連絡を密にし、交通

規制の整合性を広域的に確保する。 

イ．除雪 

積雪寒冷地においては、緊急輸送道路や避難所へのアクセス道等について、

除雪体制を優先的に確保する。 

（2） 海上 

ア．第二管区海上保安本部（青森・八戸海上保安部）及び港湾管理者は、海上交

通の安全を確保するため、海域監視体制の強化、船舶交通の輻輳が予想される

海域における船舶交通の制限等の措置を講じる。 

また、津波による危険が予想される場合に安全な海域への船舶の退避等を円

滑に実施する措置を講じる。 

イ．港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における港湾利用者の避難

など、安全確保対策をとるものとする。 

（3） 鉄道 

東日本旅客（北海道旅客、日本貨物）鉄道株式会社、青い森鉄道株式会社は、津

波の襲来により危険度が高いと予想される区間における運航の停止等の運行上の

措置を講じる。 

（4） 乗客等の避難誘導 

船舶、列車等の乗客や駅、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等を

定める。 

また、計画の作成にあたっては、避難路の凍結等によって避難が困難になるこ

とを踏まえ、冬期においても津波からの円滑な避難が確保できるよう配慮する。 
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９．市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

（1） 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、病院、学校等

の管理上の措置は、概ね次のとおりとする。 

なお、具体的な措置内容は、施設ごとに別に定める。 

ア．各施設に共通する事項 

（ア）津波警報等の入場者等への伝達 

海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる前であって

も、強い揺れを感じたとき、または弱い揺れであっても長い時間ゆっくりと

した揺れを感じたときは直ちに避難するよう、入場者等に対し伝達する。 

（イ）入場者等の避難のための措置 

（ウ）施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

（エ）出火防止措置 

（オ）水、食料等の備蓄 

（カ）消防用設備の点検、整備 

（キ）非常用発電装置の整備、防災情報ネットワーク、テレビ、ラジオ、コンピ

ュータなど情報を入手するための機器の整備 

イ．個別事項 

（ア）病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが

不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導のために必要な措置 

（イ）学校、高等技術専門学校、研修所等にあっては、当該学校等が、所在市町

村の定める津波避難対象地域にあるときは、避難誘導のための必要な措置 

（ウ）保護を必要とする生徒等がいる学校等にあっては、これらの者に対する保

護の措置 

（エ）社会福祉施設にあっては、重度障害者、高齢者等、移動することが不可能

又は困難な者の安全確保及び避難誘導のために必要な措置 

（2） 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 
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ア．災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、上記（１）に掲げ

る措置をとるほか、次に掲げる措置をとる。また、災害対策本部等を市が管理す

る施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置を

とるよう協力を要請する。 

（ア）自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

（イ）無線通信機等通信手段の確保 

（ウ）災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（3） 地震発生時の緊急点検及び巡視 

地震発生時には津波襲来に備え、緊急点検及び巡視を実施する。 

（4） 工事中の建築等に対する安全確保上実施すべき措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波襲来に備えて安全確

保上実施すべき措置を実施する。 

 

１０．迅速な救助 

（1） 市は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や車両・資機材の確保

等に努めるものとする。消防機関等による被災者の迅速かつ適切な救助・救急活

動の実施体制は、第１章第１１節「消防」に準じる。 

（2） 市は、県と協力して「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定め

る受援計画等による緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備を行う。 

（3） 市は、自衛隊・警察・消防等実働部隊による迅速な救助のため、被災地への経

路及び空港・港湾等の活動拠点の確保を含む救助活動における連携の推進等を図

る。 

（4） 市は、消防団に関し、加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓

練の充実を図る。 
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第４節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

１．資機材、人員等の配備手配 

（1） 物資等の調達手配 

ア．地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）

の確保を行う。 

イ．市は、県に対して管轄区域内の居住者、公私の団体（以下「居住者等」という。）

及び観光客、釣り客やドライバー等（以下「観光客等」という。）に対する応急救

護及び地震発生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることがで

きる。 

（2） 人員の配備 

市は、人員の配備状況を県に報告する。 

（3） 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

ア．防災関係機関は、地震が発生した場合において、本計画に定める災害応急対策

及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備

等の準備を行う。 

イ．機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

２．他機関に対する応援要請 

（1） 市が災害応急対策の実施のために必要な協力を得ることに関し、締結している

応援協定は、青森市地域防災計画【資料・様式編】第１章【資料４３】とおりであ

る。 

（2） 市長は、必要があると認めるときは、上記(1)に掲げる応援協定に従い応援を要

請する。 

（3） 市長は、必要があると認めるときは、知事に対し、次の事項を明らかにして自

衛隊の災害派遣の要請を求める。 

ア．災害の状況及び派遣を要請する事由 

イ．派遣を希望する期間 
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ウ．派遣を希望する区域及び活動内容 

エ．その他参考となるべき事項 

なお、派遣活動の内容は、おおむね次のとおりとする。 

（ア）被害状況の把握 

（イ）避難の援助 

（ウ）遭難者等の捜索救助 

（エ）水防活動 

（オ）消防活動 

（カ）道路又は水路の啓開、障害物の除去 

（キ）応急医療、救護及び防疫 

（ク）人員及び物資の緊急輸送 

（ケ）給食及び給水 

（コ）救援物資の無償貸付、譲与 

（サ）危険物の保安又は除去 

（シ）その他必要に応じ、自衛隊の能力で対応可能な上記以外の措置 

（4） 市は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防援助隊、警察の警察災害派

遣隊を受け入れることとなった場合に備え、県を通じた消防庁、代表消防機関及

び警察庁等との連絡体制を整備するとともに、活動拠点を確保するなど受入体制

の確保に努める。 

 

 

第５節 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合にとるべき 

防災対応に関する事項 

１．北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達、市の災害に関する会議等の設置等 

（1） 北海道・三陸沖後発地震注意情報その他これらに関連する情報や後発地震に対

して注意する措置等（以下「北海道・三陸沖後発地震注意情報等」という。）の伝

達に係る関係者の連絡体制については、第１章第３節「津波警報等・地震情報等
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の収集及び伝達」に定めるところに準じる。 

（2） 市は、防災行政無線や緊急速報メール等の活用、地域の自主防災組織やその他

の公共的団体等の協力による伝達手段の多重化に努め、可能な限り短い時間内に

おいて正確かつ広範に伝達を行えるよう留意する。なお、地域住民等に対する北

海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達を行う際には、具体的にとるべき行動を

併せて示すこと等に配慮する。 

（3） 市は、状況の変化等に応じて、北海道・三陸沖後発地震注意情報等を逐次伝達

するために必要な措置を講ずるとともに、地域住民等が正確に理解できる平明な

表現を用い、当該措置を反復継続して行うよう努める。また、外国人等の特に配

慮を要する者に対する情報伝達については、外国語放送等様々な周知手段を活用

するよう努める。 

（4） 市災害対策本部等の設置運営方法等については、第１章第１節「青森市災害対

策本部」及び同第２節「動員計画」に定めるところに準じる。 

 

２．北海道・三陸沖後発地震注意情報等が発信された後の周知 

地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、北海道・三陸沖後発地震注意情報

等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等、地域住

民等に密接に関係のある事項について、第１章第６節「災害広報・情報提供」に準じ

て周知する。 

 

３．災害応急対策をとるべき期間等 

市は北海道・三陸沖後発地震注意情報の発信に至った地震の発生から１週間、後発

地震に対して注意する措置を講ずる。 

 

４．市のとるべき措置 

市は、北海道・三陸沖後発地震注意情報等が発信された場合において、地域住民等

に対し、日ごろからの地震への備えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をするための備
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え等の防災対応をとる旨を呼びかける。 

また、市における日ごろからの地震への備えを再確認するとともに、施設・設備等

の点検等により円滑かつ迅速な避難を確保するよう備える。 

＜後発地震に対して注意する措置＞ 

（1） 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等日ごろからの地震の備えの再確認 

（2） 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、非常持出品の

常時携帯等、円滑かつ迅速に避難するための備え 

（3） 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転

倒防止対策・点検等、施設利用者や職員の円滑かつ迅速に避難するための備え 

（4） 個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援

する体制の再確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備

え 

 

 

第６節 防災訓練に関する事項 

防災訓練については、青森市地域防災計画【総則・災害予防計画編】第２章第１部

第２節「防災訓練」に準じるほか次の事項に配慮したものとする。 

市は、推進地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を、年１回以上実施するよ

う努める。その際、津波警報等又は北海道・三陸沖後発地震注意情報等が発信された

場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。 

＜防災訓練にあたって留意すべき事項＞ 

（1） 積雪寒冷地特有の課題を踏まえた訓練や、市、防災関係機関、関係施設・事業

者等との共同訓練を行うよう配慮するとともに、地域住民等の協力及びその参加

を得るよう配慮する。 

（2） 要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体制が

整備されるよう努めるとともに、被災時の男女双方及び性的マイノリティの視点

に留意し、それぞれのニーズの違い等に十分配慮するよう努める。 
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（3） 想定される地震の影響が広域にわたることに配慮し、指定行政機関、指定公共

機関、他の市町村等との連携を図ることに努める。 

（4） 防災訓練は、逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努める。 

 

 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

１．市職員等に対する教育 

市は、職員等に対し、地震防災上果たすべき役割等に相応した教育を次のとおり実

施する。 

（1） 地震・津波に関する一般的な知識 

以下のような津波に関する正しい知識やとるべき行動の周知徹底を図る。 

ア．海岸付近で大きな揺れを感じたらまず避難するべきであり、海岸へ近づかな

いこと 

イ．津波は必ず引き波で始まるものではないこと 

ウ．津波の第１波が必ずしも最大のものではないこと 

エ．大きな津波は長時間継続すること 

オ．津波地震など、揺れのわりに大きな津波が襲来する場合があること 

カ．津波警報等が解除されるなど安全が確認できるまでは避難行動を続ける必要

があること 

（2） 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津

波に関する知識 

（3） 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に

関する知識 

（4） 北海道・三陸沖後発地震注意情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（5） 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

（6） 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周
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辺海溝型地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

（7） 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

２．地域住民等に対する教育・広報 

市は、東日本大震災の教訓や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震により想定される

被害等を踏まえ、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が津波からの

避難を始めとして、国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動が

できるよう次のとおり教育・広報を実施する。 

（1） 地震・津波に関する一般的な知識 

以下のような津波に関する正しい知識やとるべき行動の周知徹底を図る。 

ア．海岸付近で大きな揺れを感じたらまず避難するべきであり、海岸へ近づかな

いこと 

イ．津波は必ず引き波で始まるものではないこと 

ウ．津波の第１波が必ずしも最大のものではないこと 

エ．大きな津波は長時間継続すること 

オ．津波地震など、揺れのわりに大きな津波が襲来する場合があること 

カ．津波警報等が解除されるなど安全が確認できるまでは避難行動を続ける必要

があること 

（2） 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津

波に関する知識 

（3） 北海道・三陸沖後発地震注意情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（4） 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震が発生した場合における出火防止対策、近隣の人々と協力して行う

救助活動・避難行動、初期消火及び自動車運転の自粛等防災上とるべき行動に関

する知識 

（5） 正確な情報の入手方法 

（6） 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容 
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（7） 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

（8） 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

（9） 地域住民等自らが実施し得る、最低３日分、可能な限り１週間分程度の生活必

需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における

応急措置の内容や実施方法 

（10） 住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

（11） 防寒具等の冬季における避難の際の非常持出品 

 

 


